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「新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機
に向けた中長期的な課題について」（令和4年6月15日新型コロナウイルス感
染症対応に関する有識者会議）よりコロナ対応の振り返り

日本 米国 イタリア ドイツ 英国 フランス

▲８ 140 133 116 109 63

2020年１月から2021年12月までの２年間における世界各国の超過死亡者数（実際に発生した死亡数とパンデミック発生前の

数年間のデータから推計した死亡数との差）の推計・人口規模の影響を受けない人口10万人当たりの超過死亡数

この推計結果からは、我が国は諸外国と比較して高齢化率及び都市人口割合が高い中で、コロナ禍にあって死亡者全

体を増やさなかったということができる。なお、医療関係者の尽力と国民各層の協力が、このような結果の一因であ

ることは間違いないが、どの要因がどの程度寄与したのかについては、我が国の医療制度や公衆衛生政策、社会文化

的要因、遺伝的要因など様々な要因も指摘されており、明確な結論は出ていない。

出典：2022年５月ＷＨＯ公表データ

政府の取組を改めて振り返ると、次々と出現する変異株等変化する状況と課題に対し、医療機関、事業者、専門家、

地方公共団体をはじめ国民各層の協力を得て、最大限対応しようとしてきたことについては理解できる。

しかしながら、専門家との関係を含めた意思決定プロセスが明確だったか、科学的な知見に基づく評価・分析は十

分だったかなどの点において問題がなかったとは言えず、また、保健所や自宅・施設で療養する方の健康観察・医療

など危機時に弱いところに負荷がかかったことも事実である。

また、通常医療に用いている病床を新型コロナ病床として確保するには、医師・看護師の派遣や入院患者の転院な

ど、多くの調整が必要になり、平時から、そのための仕組みやルールなどを定めておかなければならない。しかし、

実際には、医療機関などの現場は、感染症危機発生後に行政からの要請や協定に基づいて対応せざるを得なかった。

加えて、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等に相談・受診できる体制の確保にも時間を要した。さらに、今

回、パンデミックの初期段階において、感染状況等の情報の収集が不十分であり、また、医療用物資の不足や検査・

病床確保などの保健・医療提供体制の立ち上げ等に相当の困難があった。 4



新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方①
（令和２年１２月１５日 医療計画の見直し等に関する検討会）

○ 新興感染症等の感染拡大時には、広く一般の医療提供体制にも大きな影響（一般病床の活用等）

○ 機動的に対策を講じられるよう、基本的な事項について、あらかじめ地域の行政・医療関係者の間で議論・準備を行う必要

医療計画の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加

○ 詳細（発生時期、感染力等）の予測が困難な中、速やかに対応できるよう予め準備を進めておく点が、災害医療と類似
⇒ いわゆる「５事業」に追加して「６事業」に

○ 今後、厚生労働省において、計画の記載内容（施策・取組や数値目標など）について詳細な検討を行い、「基本方針」
（大臣告示）や「医療計画作成指針」（局長通知）等の見直しを行った上で、各都道府県で計画策定作業を実施
⇒ 第８次医療計画（2024年度～2029年度）から追加

◎具体的な記載項目（イメージ）

【平時からの取組】
● 感染拡大に対応可能な医療機関・病床等の確保

（感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペースの整備）

● 感染拡大時を想定した専門人材の確保等
（感染管理の専門性を有する人材、重症患者に対応可能な人材等）

● 医療機関における感染防護具等の備蓄

● 院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 等

【感染拡大時の取組】
● 受入候補医療機関

● 場所・人材等の確保に向けた考え方

● 医療機関の間での連携・役割分担
（感染症対応と一般対応の役割分担、医療機関間での応援職員派遣等） 等

※ 引き続き、厚生科学審議会感染症部会等における議論の状況も踏まえつつ、記載項
目や、施策の進捗状況を確認するための数値目標等について、具体化に向け検討。

◎医療計画の推進体制等

現行の取扱いに沿って、各都道府県に対し、地域の
実情に応じた計画策定と具体的な取組を促す

● 現行の医療法

・ あらかじめ都道府県医療審議会で協議

・ 他法律に基づく計画との調和

● 現行の医療計画作成指針（局長通知）

・ 都道府県医療審議会の下に、５疾病５事業・在宅医療ご
とに「作業部会」、圏域ごとに「圏域連携会議」を設置

・ 作業部会、圏域連携会議、地域医療構想調整会議におい
て、関係者が互いに情報を共有し、円滑な連携を推進

・ 圏域については、従来の二次医療圏にこだわらず、患者
の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設
定

１．新興感染症等の感染拡大時における体制確保（医療計画の記載事項追加）
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（参照条文）新興感染症発生・まん延時における医療

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医

療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という。）を定めるものとする。

２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一～四 （略）

五 次に掲げる医療の確保に必要な事業（以下「救急医療等確保事業」という。）に関する事項（ニ

に掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。）

イ 救急医療

ロ 災害時における医療

ハ そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、

又はそのおそれがあるときにおける医療

ニ へき地の医療

ホ 周産期医療

ヘ 小児医療（小児救急医療を含む。）

ト イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等

に照らして特に必要と認める医療

六～十七 （略）

３～18 （略）
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和４年法律第96号）の概要

改正の趣旨

施行期日
令和６年４月１日（ただし、１の⑷及び２の①の一部は公布日、１の⑷及び⑸の一部は令和５年４月１日、１の⑵の① の一部及び３は公布日から10日を経過した日等）

改正の概要
１．感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等】

（１）感染症対応の医療機関による確実な医療の提供
① 都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府県等と医療機関等の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等（高齢者施設等の入所者を含む）への医療の確保

等に関する協定を締結する仕組みを法定化する。加えて、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき医療
提供を義務付ける。あわせて、保険医療機関等は感染症医療の実施に協力するものとする。また、都道府県等は医療関係団体に協力要請できることとする。

② 初動対応等を行う協定締結医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(流行初期医療確保措置)を導入する(その費用については、公費
とともに、保険としても負担)。また、協定履行状況の公表や、協定に沿った対応をしない医療機関等への指示・公表等を行うことができることとする。

（２）自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保
① 自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託を法定化する。健康観察や食事の提供等の生活支援について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、

都道府県と市町村間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結することとする。
② 外来・在宅医療について、患者の自己負担分を公費が負担する仕組み（公費負担医療）を創設する。

（３）医療人材派遣等の調整の仕組みの整備
○ 医療人材について、国による広域派遣の仕組みやDMAT等の養成・登録の仕組み等を整備する。

（４）保健所の体制機能や地域の関係者間の連携強化
○ 都道府県と保健所設置市・特別区その他関係者で構成する連携協議会を創設するとともに、緊急時の入院勧告措置について都道府県知事の指示権限を創設

する。保健所業務を支援する保健師等の専門家（IHEAT）や専門的な調査研究、試験検査等のための体制（地方衛生研究所等）の整備等を法定化する。

（５）情報基盤の整備
○ 医療機関の発生届等の電磁的方法による入力を努力義務化(一部医療機関は義務化)し、レセプト情報等との連結分析・第三者提供の仕組みを整備する。

（６）物資の確保
○ 医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請・指示、必要な支援等を行う枠組みを整備する。

（７）費用負担
○ 医療機関等との協定実施のために都道府県等が支弁する費用は国がその3/4を補助する等、新たに創設する事務に関し都道府県等で生じる費用は国が法律

に基づきその一定割合を適切に負担することとする。

２．機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】

① 国から都道府県・市町村に指示する新たな臨時接種類型や損失補償契約を締結できる枠組み、個人番号カードで接種対象者を確認する仕組み等を導入する。
➁ 感染症発生・まん延時に厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により医師・看護師等以外の一部の者が検体採取やワクチン接種を行う枠組みを整備する。

３．水際対策の実効性の確保【検疫法等】

○ 検疫所長が、入国者に対し、居宅等での待機を指示し、待機状況について報告を求める(罰則付き)ことができることとする。 等
このほか、医療法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法第６条の５第４項の規定等について所要の規定の整備を行う。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備
えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報
基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずる。
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現行の予防計画の記載事項 予防計画に追加する記載事項案 体制整備の数値目標の例（注１）

１ 感染症の発生の予防・ま
ん延の防止のための施策★

２ 医療提供体制の確保 ・協定締結医療機関（入院）の確保病床数
・協定締結医療機関（発熱外来）の医療機関数
・協定締結医療機関（自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供）の医療機関数

・協定締結医療機関（後方支援）の医療機関数
・協定締結医療機関（医療人材）の確保数
・協定締結医療機関（PPE）の備蓄を行う医療機
関数

① 情報収集、調査研究☆

② 検査の実施体制・検査能力の向上★ ・検査の実施件数（実施能力）★
・検査設備の整備数★

③ 感染症の患者の移送体制の確保★

④ 宿泊施設の確保☆ ・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆

⑤ 宿泊療養・自宅療養体制の確保（医療に関する
事項を除く）★

注：市町村との情報連携、高齢者施設等との連携を含む。

・協定締結医療機関（自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供）の医療機関数
（再掲）

⑥ 都道府県知事の指示・総合調整権限の発動要件

⑦ 人材の養成・資質の向上★ ・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★

⑧ 保健所の体制整備★

３ 緊急時の感染症の発生の
予防・まん延の防止、医療
提供のための施策★

※ 緊急時における検査の実施のための施策を追加。
★

（注１）予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に基づき、各都道府県において設定。
対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は６年。

（注２）都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。

○ 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追加
するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)

都道府県の「予防計画」の記載事項の充実等
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（参照条文）予防計画と医療計画の整合性の確保について

（予防計画）

第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画（以下この条

及び次条第二項において「予防計画」という。）を定めなければならない。

２～７ （略）

８ 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法（昭和二十三年法律第二

百五号）第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二

十四年法律第三十一号）第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければ

ならない。

９～19 （略）

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医

療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という。）を定めるものとする。

２～12 （略）

13 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促

進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都

道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条

第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一

号）第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

14～18 （略） 9

医療法【令和６年４月１日施行】（抄）

感染症法【令和６年４月１日施行】（抄）



都道府県と医療機関の協定の仕組み

都道府県知事は、平時に、新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定（病床/発熱外来/自宅療養

者等に対する医療の提供/後方支援/人材の派遣※）を締結（協定締結医療機関）する。※併せてPPE備蓄も位置づける。

協定締結医療機関について、流行初期医療確保措置の対象となる協定を含む協定締結する医療機関（流行初期医療確保措置

付き）を設定。

全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課した上で、協議が調わない場合を想定し、都道府県医療審議会における調整の枠組

みを設けた上で、全ての医療機関に対して都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。

加えて公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供

を義務づけ。

感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに、協定の履行確保措置を設定。

（※）初動対応は特にハードルが高いことから、履行確保措置とセットで感染流行初期に財政的な支援を行う仕組みを設ける。一定期間の経過に
より、感染対策や補助金･診療報酬が充実すると考えられることから、以後は補助金･診療報酬のみの対応とする。具体的な期間は、感染症
の流行状況や支援スキームの整備状況等を勘案して厚生労働大臣が決定する。

○協定は今回の最終フェーズを想定し、病床数、発熱

外来、後方支援、人材の派遣を定量的に盛り込む。

○協定は、①病床、②発熱外来、 ③自宅療養者に

対する医療の提供、④後方支援、⑤人材派遣 の

いずれか1種類以上の実施を想定。

○さらに、流行初期医療確保措置の対象となる協定は、

感染初期からの対応、ピーク時には一定規模以上

の病床確保を行うこと等を想定。

協定

流行初期医療確保協定

補助金（平時の準備行為に応じた支援）支援

協定締結医療機関（病床）

協定締結医療機関は全部で約3000医療機関程度を想定

流行初期医療確保措置（※）

協定締結医療機関（流行初期確保措置付き） 全ての協定締結医療機関

補助金･診療報酬支援

※感染初期は特別な協定を締結した医療機関が中心的に対応。

補助金･診療報酬（対応に応じた追加的な支援）

うち、約500機関程度を想定平時

感染症発生・まん延時（感染初期） 感染症発生・まん延時
（一定期間経過後）

必 要 に 応 じ て
対 象 拡 大

必 要 に 応 じ て
協 定 変 更
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公立・公的医療機関等
（ＮＨＯ・ＪＣＨＯを含む）

特定機能病院/地域医療支援病院 民間医療機関

協定締結
プロセス

①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標（確保
すべき病床の総数等）をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。

②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案（病床の割り当て等）を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。

協定締結の
担保措置

全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。

全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。

全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。

協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化

協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置

平時

○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築する。

○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保する。

○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を

義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。

○ 感染症対応の社会医療法人については、協定（流行初期医療確保措置の対象）の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う

よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。

協定の履行
確保措置等

協定（医療提供義務を含む）に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表（指示違反）
＊NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。

協定（医療提供義務を含む）に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反※）
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。

協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反）

保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。

感染症発生・
まん延時

現行の特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者（※）に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
（※）医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。 11



流行初期医療確保措置

① 都道府県から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払

② 各保険者から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払

③ 審査支払機関から「特別な協定を締結した医療機関」に対し、支給対
象月の２か月後に支払

④ 都道府県の支払い額の一定割合を国が負担

平時（流行前）、流行初期、診療報酬上乗せ・補助金充実後（流行初期以降）
における「特別な協定を締結した医療機関」の収入（イメージ）

流行初期医療確保措置の支払いスキーム（イメージ）

平時（流行前） 流行初期
診療報酬上乗せ・補助金
充実後（流行初期以降）

診療報酬
（自己負担分を含
む。以下同じ。）

一
般
医
療

診療報酬

一
般
医
療

感
染
症
医
療

流行初期医
療確保措置

診療報酬

一
般
医
療

診療報酬
上乗せ

感
染
症
医
療

補助金
公費

保険財源

診療報酬
診療報酬

｢特別な協定を締
結した医療機関｣

審査支払
機関

被用者
保険者

国保
保険者

後期高齢
広域連合

③支払

国
④一定割合

を負担

②支払

都道府県
①支払

１．措置の目的・内容
・ 「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性（一般医療の提供）を制限して、
大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療（感染患者への医療）の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充
実するまでの一定期間に限り、財政的な支援を行う。

・ 支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を支払う
（※）。その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施（支
援額の範囲内で補助金の額を返還）。
※ 病床確保（入院医療）を行う医療機関には外来も含めた診療報酬全体を勘案し、発熱外来のみを行う医療機関には外来分の診療報酬のみを勘案する。
※ 自己負担分・公費負担医療分も補償するため、診療報酬収入の差額に10/8を乗じる。（国民医療費：医療保険・後期高齢給付分80.5%、自己負担分12.3%、公費負担医療給
付分7.3%）

２．事業実施主体 都道府県

３．費用負担

・ 措置に関する費用は、公費と保険者で負担することとする。支援額の負担については、今回新型コロナウイルスへの対応を行った病院
の収益構造を勘案し、公費（国、都道府県）と保険者（被用者保険、国保、後期高齢広域連合）の負担割合は１：１とする。

・ 支援額の各保険者の負担は、対象医療機関に対する直近の診療報酬支払実績に応じて按分することとする。また、保険者からの拠出
金については、保険者間の財政調整（前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金）を実施し、協会けんぽ、国保、後期高齢広域連合から
の拠出には、通常の医療給付と同様に公費負担を行う。

12



「協定」の締結
指定医療機関として指定

自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等

健康観察 都道府県

保健所

自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等

外来・在宅医療機関等

市町村

○ 「予防計画」に基づき保健所の体制整備を推進しつつ、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機
関等に委託して行うことができることを明確化。保険医療機関等の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力しなけれ
ばならないことを明記。都道府県は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。

○ また、外来医療や在宅医療の提供について、都道府県と医療機関等との間で「協定」を締結する仕組みを導入。自宅・宿泊
療養者や高齢者施設での療養者等への医療について、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み（公費負担医療）を創設し、
指定医療機関から提供。

○ この他、生活支援及び健康観察について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、両者間の情報共有の規定を整備。

改正案

自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への対応の強化

○ 都道府県は、自宅・宿泊療養者等に対して、健康状態の報告（健康観察）及び自宅・宿泊施設等からの外出しないことにつ
いての協力を求めることができる（感染症法第44条の３）。これに当たって、都道府県は、自宅・宿泊療養者等への生活支援（食事の提

供、日用品の支給等）を実施、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならない。 ※医療提供に関する規定はない。

現行

都道府県

保健所

外来・在宅医療機関等

市町村

生活支援
＋健康観察

協力要請
情報の提供

公費負担医療の創設

＊赤字部分が改正部分現行 改正案

医療

生活支援

生活支援

連携
（努力義務）

連携

（注）都道府県：保健所設置市・特別区を含む。ただし、医療機関との協定の締結や指定は都道府県のみが実施。

※法律上の規定なし

計画的な体制整備
健康観察

生活支援

健康観察／医療※
※オンライン診療

往診、訪問看護、医薬品
等対応等

※法律上の規定なし
委託の明確化

※医師会等に協力要請

13



感染症発生・まん延時における広域的な医療人材派遣

【新型コロナ対応時の課題】
当初は、各都道府県がDMATや全国知事会に応援を求める形で県境を越える医療人材広域派遣（広域派遣）を実施。
令和３年４月からは、省庁関係の公的病院からの派遣を厚生労働省が中心となって随時調整。広域派遣を含む人材確保
の仕組み・ルールがなく、厚生労働省関係病院（NHO・JCHOなど）からの広域派遣に偏った。また、感染が全国的に拡
大した場合にはこうした病院からの広域派遣にも限界が生じた。

【感染症対応において重要な要素の一つである医療人材の確保に係る上記課題を踏まえた対応】
① 都道府県と医療機関で協定を締結する等、あらかじめの準備をし、迅速かつ一定規模以上の人材派遣を実施
➣ 協定のメニューの１つに「人材確保」を位置付け、平時から大まかな派遣可能人数を把握。県内での派遣を実施。
② 広域派遣について国と都道府県の役割分担や発動要件を明確化
➣ 各県内で医療人材確保の取組等を行った上でもなお医療がひっ迫し、広域派遣を必要とする場合は下記のイメージ
図に基づき、まずは都道府県知事間での調整を行いつつ、厚生労働大臣を介した広域派遣を実施。

➣ 特に緊急がある場合は、厚生労働大臣は、直接、公立・公的医療機関等に広域派遣の求めを行うことができる。

厚生労働大臣

ひっ迫していない地域の
都道府県知事

感染症対応を行う
医療機関

ひっ迫地域の
都道府県知事

臨時の医療施設

①－１ 医療人材派遣の求め
の基準を満たした時（※１）
医療人材派遣の応援の求め

派遣元医療機関Ａ② 人材派遣

感染症対応を行う
医療機関

①－２ 平時に締結した
協定の内容等に応じて
医療人材派遣の応援の求め

（※２）

派遣元医療機関Ｂ

平時の協定において
予め県外に派遣できる
医療人材をリスト化

⇒ 状況に応じて派遣できる
人材を調整

・
・

※２ 国が非ひっ迫都道府県知事に応援を求めることについて

都道府県からの求めがあることが原則だが、国が必要と判断をした場合は、

ひっ迫地域の県知事からの求めがなくとも、非ひっ迫地域の県知事に応援

の求めを行うことができることとする。

・ＮＨＯ・ＪＣＨＯを含む
公立・公的医療機関等
・（医療提供義務のある）
特定機能病院、
地域医療支援病院

【国の直接の医療人材派遣の求め】

（正当な理由がある場合を除き、
求めに応じなければならない）

① 都道府県知事同士での
医療人材派遣の応援の求め

※１ 国に対する医療人材派遣の求めの基準

・ 他の都道府県に比して、感染が拡大し、医療のひっ迫が認められる。

・ 既に都道府県内で必要な医療人材の確保・調整を行った。

・ 他の都道府県からの医療人材受入体制が整っている。 等

14
14



○ 災害時に被災地での必要な医療提供体制を支援するための医療チームとして、国（厚生労働省）において
DMAT等（※）の養成・登録を実施。 都道府県知事から管内の医療機関に対する派遣要請に基づき、県内外に
派遣されて活動。

○ 今回の新型コロナ対応では、本来想定していた自然災害ではなかったものの、これまでの災害時の経験を
活かして、感染症の専門家と連携しクラスターが発生した医療機関、介護施設等での感染制御・業務継続の
支援や都道府県庁におけるコロナ患者の入院・搬送先の調整等を行った。

※ DMAT：災害時等に、地域において必要な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守ることを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓
練を受けた医療チーム。被災した医療施設での診療支援、災害現場でのトリアージ、入院搬送調整を実施。平成17年度より国立病院機構に委
託して養成・登録を開始。登録者数 15,862人（令和４年１月現在）

DPAT：災害時に、地域において必要な精神保健医療ニーズに対応することを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓練を受けた精神
医療チーム。このうち主に本部機能の立ち上げや急性期の精神科医療ニーズへの対応等を行う先遣隊については、平成26年度より日本精神科
病院協会に委託して養成・登録を開始。先遣隊の登録者数 807人（令和４年１月現在）

災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため、国が養成・登録し、都道府県知事の求め
に応じて派遣される医療チームの仕組みを医療法に位置づけ、以下を定める。

・ 厚生労働大臣は、災害時や感染症発生・まん延時に都道府県知事の求めに応じて派遣される人材の養成・登録を実施（国
立病院機構等に事務委託）

・ 都道府県知事は、医療機関との間で事前に上記人材からなる医療チームの派遣協定を締結することとし、協定の履行担保
措置を規定

・ 国・都道府県は、研修・訓練等の支援を実施 等

感染症対応等を行う医療チームの法定化
～災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため派遣される医療チーム～
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都道府県連携協議会の概要区

・今般のコロナ対応において、都道府県と保健所設置市や特別区との間で、入院調整が円滑に進まない、応援職員の派遣

のニーズを共有できない、迅速な情報共有ができないなど、連携が十分ではないケースが見られた。

・このため、都道府県と管内の保健所設置市や特別区を構成員とする「連携協議会」を創設。入院調整の方法、医療人材

の確保、保健所体制、検査体制や方針、情報共有のあり方などについて、平時から議論・協議し、その結果を踏まえて、

予防計画を策定。また、予防計画に基づく取組状況を定期的に報告、相互に進捗確認。

・こうした平時からの連携強化・綿密な準備を通じ、感染症発生・まん延時における機動的な対策の実施を図ることとした。

※１ 連携協議会には、医療関係者や学識経験者、高齢者施設等の関係者、消防機関が参画。なお、予防計画の策定・変更時には、現行と同様、

一般市町村からも意見聴取を行うこととした。

※２ 平時だけではなく、感染症発生・まん延時において連携協議会を開催することも可能。

見直しのポイント

都道府県

Ｂ保健所
設置市

その他の
市町村

意見の聴取
(予防計画の策定

・変更時)

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

連携協議会

○平時から
・入院調整の方法
・医療人材の確保
・保健所体制、検査体制や方針
・情報共有のあり方 等を議論・協議

○連携協議会の結果を踏まえ、予防計画を
策定

○予防計画に基づく取組状況を定期的に報
告、相互に進捗確認

＜連携協議会の運営のイメージ＞

都道府県と保健所設置市・特別区との連携協議会

（注）連携協議会の枠組みのほか、都道府県の総合調整権限の強化や保健所設置市・特別区への指示権限を創設。感染症発生・まん延
時において、都道府県が迅速な対策や管内の一元的な対策の実施など必要がある場合に権限を発揮できるようにした。

Ａ保健所
設置市

※必要に応じて感染症発生・まん延時にも開催

予防
計画

予防
計画

予防
計画

消防機関
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感染症発生・まん延時における国・都道府県の総合調整権限等の強化等

都道府県の権限
（都道府県⇒保健所設置市・特別区等）

国（厚生労働大臣）の権限
（国⇒都道府県、保健所設置市・特別区等）

＜現行＞ ＜見直し案＞ ＜現行＞ ＜見直し案＞

総合
調整

平時 － ○ － －
感染症
発生・
まん延
時

○ ○ － ○

指示

平時 － － － －
感染症
発生・
まん延
時

－ ○ ○ ○

＜現行＞
感染症発生・まん延時における入院勧告・措置その他の事項について、都道府県⇒保健所設置市・特別区、医療機関等への総合調整。
＜見直し案＞
事前の体制整備や感染症発生・まん延時における人材確保等の観点から、対象となる措置を平時から感染症発生・まん延時に至るまで
の感染症対策全般に拡大、これに当たって、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。総合調整の相手先として、市町村(保健

所設置市・特別区以外)を追加。

緊急時における迅速な入院調整を可能とするため、感染症発生・まん延時における入院勧告・措置について、都道府県⇒保健所設置
市・特別区への指示権限を創設。

感染症発生・まん延時における広域的な感染症の専門家や保健師等の派遣や患者の搬送等について、国⇒都道府県、保健所設置
市・特別区、医療機関等への総合調整権限を創設。これに当たって、都道府県、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。

権限の強化・創設

権限の創設

権限の創設

見直し①

見直し②

見直し③

○ 感染症法における国・都道府県の総合調整・指示権限の概略図＜現行と見直し案＞

見直し①

見直し②

見直し③

都
道
府
県

国

※対象措置の拡大等
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現行、感染症の患者情報については、感染症法に基づき、医師から自治体への届出義務、自治体から国への報告義務が課されており、

新型コロナウイルスはHER-SYS、それ以外の感染症は感染症サーベイランスシステムにより情報管理している。

【課題①】感染症の患者情報について、医師から自治体への届出に当たり、電磁的方法による入力を可能にしているものの、依然としてFAX
による届出が一定程度あるため、自治体の業務負担となり、患者情報の迅速な収集に支障をきたしている。

【課題② 】発生届は、医師の診断時に届出義務が生じることとなっているため、診断後の経過について届出義務はない。その結果、システム
に集積される患者情報は、外来医療機関からの陽性判明時点の情報が中心となっており、感染症の重症度などの情報が集積されていない。

＜現状と課題＞

感染症対策の全国的な情報基盤の強化

国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症（新型インフルエンザ等感染症等）を中心に、以下の措置を講じることとした。
➢ 医療機関による発生届について電磁的方法による届出を努力義務化（一部の感染症指定医療機関は義務）することにより、情報集約機

能の強化（自治体等の業務負担軽減、患者情報の迅速な収集）を図る。（※）併せて、自治体から国への電磁的方法による報告等を義務化。

➢ 感染症指定医療機関に対し入院患者の状況に係る届出を義務とすることにより、感染症患者の経時的な情報収集を可能とした。
※ あわせて、国からの要請があった場合に、感染症指定医療機関に対し患者の検体の提出を義務とし、感染症の性質を迅速に把握・分析。

➢ 感染症サーベイランスシステム等のデータを匿名化した上で、NDB等との連携を可能とした。
⇒ 感染症の重症度に関する調査・分析やワクチン有効性等に関する調査・分析が可能となり、適切な医療の提供に資する。

１

２

３

＜改正案＞
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平時からの備え有事の供給増加

○ 令和２年以降、新型コロナの感染拡大に伴い、国内外の需要の増加や海外からの輸入の減少等が生じ、医療現場等で物資の需給がひっ迫。

○ このため、国として、医療機関への無償配布や、事業者への増産要請・補助金支援を行ってきたが、需給の改善には一定の期間を要した。

○ 緊急時における感染症対策物資の確保についての法的枠組みを整備するとともに、平時における物資の備蓄が可能となるよう、感染症法等の改正を行う。

医薬品
ワクチン、麻酔薬、ＰＣＲ検査試薬、抗
原検査キットなど

医療機器
酸素濃縮器、パルスオキシメーター、
針・シリンジなど

個人防護具 マスク、非滅菌手袋など

その他の物資
ワクチンの輸送・保管に必要な場合があ
る冷凍庫など

上記の生産に必要不可
欠な原材料・部品

マスクの材料である不織布など

感染症の発生の予防と感染症の患者への医療に必要な下記の物資

対象物資（感染症対策物資等）

改正案の内容

① 生産・輸入の促進や出荷調整の要請等
③情報収集

感染症対策物資等の供給不足又はそのおそれから、感染症の発生予防・ま
ん延防止が困難となり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある場合に、国が事業者と協力して、感染症対策物資等の供給量の拡大・適
切な配分を行う規定を設ける。

⑴ 生産、輸入の要請・指示
ⅰ既に当該事業を営んでいる者に対して

a.厚生労働大臣から事業者への要請、b.事業者から生産・輸入の計画の届出、
c.業所管大臣から当該計画の実施・変更指示
ⅱ生産事業を営んでいないが生産が可能と認められる者に対して

厚生労働大臣から当該事業者の営む業所管大臣への当該事業者に対する生産
協力の要請、当該所管大臣から当該事業者への協力要請

⑵ 出荷調整要請
厚生労働大臣から生産・輸入・販売・貸付けの事業者への要請

⑶ 売渡し、貸付け、輸送、保管の指示
厚生労働大臣から生産・輸入・販売・貸付け・輸送・保管の事業者への期

限・数量・価格等の条件を含めた指示
※ 厚生労働大臣が対象物資の生産等の業の所管大臣でない場合は、各要請・
指示に当たって、当該所管大臣に対して事前に協議を実施

感染症対策物資等の需給状況を把握するため、供給の不足又はそのお
それがなくとも、事業者から生産・輸入・販売・貸付けの状況について
報告徴収を行うことができる規定を設ける。

②担保措置

⑴ 国の要請・指示に従い生産・輸入・売渡し・貸付け・輸送・保管を
行う事業者に対する財政上その他必要な措置（①⑴ⅰ・⑶関係）

⑵ 事業者に対する計画の届出・遵守義務（①⑴ⅰ関係）
⑶ 正当な理由なく指示や計画から逸脱した企業名の公表（①⑴ⅰ・⑵関係）
⑷ ①・②のための報告徴収・立入検査
⑸ ⑷に対する虚偽報告・立入検査拒否等に対する罰則

④個人防護具の備蓄等

感染症対策物資等の確保に係る法的枠組みの整備等

⑴ 国における備蓄
新型インフルエンザ等対策政府行動計画に備蓄品目・数量を記載。

（特措法で対応）

⑵ 協定締結医療機関における備蓄
今回の改正で創設する医療機関との協定制度に医療機関における
備蓄を位置づける。
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新興感染症発生・まん延時の医療体制（第８次医療計画の追加のポイント）

• 令和３年の医療法改正により「新興感染症発生・まん延時における医療」が追加され、令和４年には感染症法

改正により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定（*）を締結する仕組み等が法定化された。

（令和６年４月施行） （*）病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣

• 新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応を念頭に、まずはその最大規模の体制を目指す。協定

締結等を通じ、平時から地域における役割分担を踏まえた感染症医療及び通常医療の提供体制の確保を図る。

※ 新興感染症（再興感染症を含む。）は、感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする。感染症法
の予防計画や新型インフルエンザ特措法の行動計画との整合性を図る。

概 要

• 新興感染症の発生時：まずは特定感染症指定医療機関、

第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機

関の感染症病床を中心に対応（対応により得られた知見を含

む国内外の最新の知見等について、随時収集・周知）

• 新興感染症の発生の公表が行われた流行初期（３か月を

基本）：上記の感染症指定医療機関含め、流行初期医療

確保措置の対象となる協定を締結した医療機関を中心

に対応（1.9万床を想定）

新興感染症発生～流行初期

• その他の公的医療機関等（対応可能な民間医療機関
を含む）も中心となった対応（＋1.6万床を想定）とし、
発生の公表後６か月を目途に、全ての協定締結医療
機関で対応（5.1万床を想定）

発生から一定期間経過後

• 新興感染症の特性や対応方法など最新の国内外の知見を収集・判断・機動的な対応

• 協定の締結状況や履行状況等について、患者の適切な選択に資することにも留意し、公表・周知

• 感染症対応を行う人材の育成（医療機関向けの研修・訓練の実施等）を進め、感染症対応能力を強化

国及び都道府県の平時からの準備等

新興感染症発生からの一連の対応

※病床確保のイメージ

発生直後 ３ヶ月後 半年後 ９ヶ月後 １年後 ３年後

今回の新型コロナ対応 今後協定で確保する体制のイメージ

３ヶ月 約１年６ヶ月 約３年１週間新興感染症に位置づける旨
の公表（発生の公表※）

国内１例目
の発生

＜協定締結医療機関での対応＞

（※）感染症法に基づく厚労大臣による、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある等の新興感染症が発生した旨の公表

＜現行の感染症指定医療機関を中心に対応＞
（感染症病床(1900床)）

（1.9万床） （＋１.6万床）

（5.1万床）

※新型コロナウイルス感染症対応の最大規模の体制を、速やかに立ち上げ機能させる。
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協定締結医療機関に関する数値目標は、医療計画上のストラクチャー指標に該当するところ、この数値目標の達成に
資するものや感染症対応力を高める取組として別途、例えば、下図のような指標が考えられる。指標の項目は、これ
らを参考に、都道府県における現状の把握や、課題の抽出に資するよう、取得可能性はもとより、できる限り明確化

を図るとともに、地域の実情に応じ、柔軟性が損なわれることのないよう、適切に設定する。

医療計画における新興感染症発生・まん延時における医療提供体制構築
に係る現状把握のための指標例

（「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（医政局地域医療計画課長通知）別表８）
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医療提供体制に係る数値目標の考え方等について

〈設定する数値目標〉
１ 流行初期（３ヶ月まで）
○ 発生の公表後１週間程度から、流行初期の期間の３ヶ月までの間は、新型コロナ発生の公表後約１年後（最初の冬に相当の波が発生）の入院・外
来の患者数の規模に、前倒しで対応できるよう、
・ 入院患者数 ：約1.5万人
・ 発熱外来患者数：約3.3万人

○ 新型コロナ対応において、相当の対応を行ってきた医療機関を念頭に、 体制を確保することを目指す。

病床 ：約1.9万床（約1.5万人を受け入れるため、新型コロナ対応において、400床以上の重点医療機関（約500機関）で当該規模の対応
能力があったこと（R4.12）を踏まえ、一定の能力を有する医療機関との協定の締結を促す。）

発熱外来：約1500機関（約3.3万人を受け入れるため、新型コロナ対応において、200床以上の新型コロナ患者の入院可能な診療・検査医療機
関で当該規模の対応能力があったこと（R4.12）を踏まえ、一定の能力を有する医療機関との協定の締結を促す。）

２ 流行初期以降（①３ヶ月後、②その後３ヶ月（６ヶ月）まで）
① 流行初期以降開始時点については、流行初期対応を行っていない公的医療機関等（対応可能な民間医療機関を含む。）も加わり、体制を確保するこ
とを目指す。

病床 ：約3.5万床 （＋約1.6万床：加わる公的医療機関等）
発熱外来：約5300機関（＋約3800機関：同上）

② その後、新型コロナ対応で約３年かけて確保した最大値（R4.12）の体制について、これまで対応を行ってきた全ての医療機関を念頭に、できる限り速や
かに（その後3ヶ月程度かけて）確保することを目指す。
・ 病床 ：約5.1万床
・ 発熱外来：約4.2万機関

病床 ：まずは約5.1万床を確保している約3000機関（うち重点医療機関約2000）との協定の締結を促す。
発熱外来：まずは約4.2万医療機関との協定の締結を促す。

発生直後 ３ヶ月後 半年後 ９ヶ月後 １年後 ３年後

医療提供体制確保のイメージ図
今回の新型コロナ対応 今後協定で確保する体制のイメージ

④
２
年
Ｒ
４
年
２
月
（
第
６
波

２月８日 ５月 ８月 12月 Ｒ４年12月

①３ヶ月 ③最初の冬②６ヶ月 ⑤約３年１週間

Ｒ２年
１月15日 ２月１日

国内１例目

＜感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応＞
（373病院1900病床）

＜協定指定医療機関も対応＞（※）感染症法に基づく厚労大臣の発生の公表

新興感染症への位置づけ
の公表（発生の公表※）
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医療提供体制、検査体制、宿泊療養体制ごとの数値目標の考え方

実施機関
①流行初期（初動対応）

（厚生労働大臣の公表後１週間（１ヶ月）以内）
②流行初期以降

（厚生労働大臣の公表後遅くても６ヶ月以内）

目標（全国ベース）（※） 当該目標の裏付け 目標（全国ベース）（※） 当該目標の裏付け

医療
提供
体制

医療機関

約1.９万床
※入院体制。「流行初期医療確保措置」の対象機関を想定。公表後1週間

数値入りの協定

約5.1万床
(約3,000医療機関

(うち重点医療機関約2,000））
数値入りの協定
を前提

流行初期以降開始時点：
①＋１～２万床（公的医療機関等）

1,500機関
（約３万人/日対応）

※発熱外来。「流行初期医療確保措置」の対象機関を想定。公表後1週間

数値入りの協定
約4.2万機関

数値入りの協定
を前提流行初期以降開始時点：

①＋3～4000機関（公的医療機関等）

○自宅療養者等への医療の提供
・病院・診療所数（約2.7万）、
・薬局数（約２.７万）、

・訪看事業所数（約２.８千）
○後方支援を行う医療機関数（約3.7千）
○他の医療機関への応援派遣に対応可能な・

医師数（約2.1千）、・看護師数（約４千）

数値入りの協定
を前提

検査
体制

地方衛生
研究所等

【厚生労働大臣の公表後1ヶ月】

３万件以上/日
（核酸検出検査）

※少なくとも発熱外来が対応する患者数に対応できる能力の確保を目指す。

※重点医療機関の約半数がリアルタイムPCR検査機器を備えている（厚労科
研アンケート）ことを踏まえ、医療機関においても一定程度の実施を想定。

（補足）
・国は、試薬の確保等に努めるとともに、３万件/日以上に加え、別途、迅速に
検査体制を立ち上げる方策を平時から検討する。

約２万件/日以上
※新型コロナ感染症対応で
確保した体制を踏まえ、最
大検査能力を確保

※検査設備（PCR装置
等）の整備数も設定

※ 地域保健健康増進栄
養部会で議論され了解。
詳細は参考資料を参照。

約50万件以上/日
（核酸検出検査）

※発熱外来機関数（約4.2万）×12人/日
（注）を想定

（注）いわゆる第７波（令和４年夏）におけ
る実績を参考

可能な限り数値
入りの協定を締結
しつつ、定性的な
内容の協定もよ
いこととする。
※民間検査機関の
平時の撤退・縮小等
の固有の事情から、
平時は目標との差分
は生じるが、感染症
危機が実際に発生し
た際に、その差分を迅
速に解消できるよう、
平時からの様々な準
備を行う。

医療機関
（検体採取・
分析） 約１万件/日以上

数値入りの協定
（民間検査機関等
で＋αを想定。）

民間検査
機関等

（保健所・医
療機関からの
分析委託）

宿泊
療養
体制

宿泊施設

【厚生労働大臣の公表後1ヶ月】
約16,000＋α 室

※令和２年５月頃の新型コロナ対応の実績を参考に設定。一部の県において
宿泊施設を開設していなかったが、当該県においても開設することを想定し＋α
の上乗せをする。

数値入りの協定 約73,000室

物資の確保については、流行初期、流行初期以降を通じて、協定締結医療機関のうち、８割以上の施設が当該施設の使用量２ヵ月分以上に当たるPPEを備蓄することを目標とする。
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各医療機能と連携（医療機関に求められる事項）①
（「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（医政局地域医療計画課長通知）より抜粋）

・新型コロナウイルス感染症対応の重点医療機関の施設要件も参考に、確保している病床であって、酸素投与及び呼吸モニタリングが

可能で、また、都道府県からの要請後速やかに（２週間以内を目途に）即応病床化する（この際、国は、随時収集した知見等につい

て、都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める）ほか、関係学会等の最新の知見に基づくガイド

ライン等を参考に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、入院医療を行う

ことを基本とすること

・流行初期医療確保措置の対象となる協定（入院に係るものに限る。）を締結する医療機関の基準は、ア 感染症発生・まん延時に入

院患者を受け入れる病床を一定数（例えば 30床）以上確保し継続して対応できること イ 新興感染症の 発生の公表後、都道府県

知事の要請後速やかに（１週間以内を目途に）即応病床化すること（この際、国は、発生の公表前においても、感染発生早期から、

知見等を収集し、都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める。） ウ 病床の確保に当たり影響

が生じ得る一般患者への対応について、後方支援を行う医療機関との連携も含め 、あらかじめ確認を行うことを基本とすること。た

だし、実際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協定に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県において、これらを基本

としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔軟に当該協定を締結すること

・確保病床を稼働（即応化）させるためには、医療従事者の確保も重要であり、協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研

修等を通じ、対応能力を高めること。例えば、新興感染症発生・まん延時に新興感染症患者の入院を受け入れる病床を確保するため、

都道府県からの要請後、どのようにシフトを調整するか等の対応の流れを点検することなども考えられること

・新興感染症の発生時から中心となって対応する感染症指定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行うこと

・重症者用病床の確保に当たっては、重症の感染症患者に使用する人工呼吸器等の設備や、当該患者に対応する医療従事者（人工呼吸

器に関する講習受講や、集中治療室当における勤務ローテーションによる治療の経験を有する医療従事者）の確保に留意すること

・重症者病床の確保に伴い、患者の生命に重大な影響が及ぶおそれのある通常医療（例えば、脳卒中や急性心筋梗塞、術後に集中治療

が必要となる手術等）が制限される場合も考えられることから、後方支援を行う医療機関との連携体制も重要であること

・特に配慮が必要な患者の病床確保に当たっては、患者の特性に応じた受入れ医療機関の設定や、関係機関等との連携など、新型コロ

ナウイルス感染症対応で周知してきた各特性に応じた体制確保等についての内容のほか、国や都道府県から周知等される必要となる

配慮等を踏まえて確保すること

・新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症

の対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図ること

①新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する機能（病床確保）
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・新型コロナウイ ルス感染症対応の診療・検査医療機関の施設要件も参考に、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、

プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。）を設けた上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域

の医療機関等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制を有するほか、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考

に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、発熱外来を行うことを基本とす

ること

・発熱外来を行うに当たっては、地域の医師会等 の関係者と協力した取組を行い、また、例えば地域の医師会等によるセンター方式に

よる発熱外来の整備等に取り組むこと

・流行初期医療確保措置の対象となる協定（発熱外来 に係るものに限る。）を締結する医療機関の基準は、ア 流行初期から一定数

（例えば 20人日）以上の発熱患者を診察できることイ 発生の公表後、都道府県知事の要請後速やかに（１週間以内を目途に）発熱

外来を開始すること（この際、国は、発生の公表前においても、感染発生早期から、知見等を収集し、都道府県及び医療機関に対し

て周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める。）を基本とすること 。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協定

に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県において、これらを基本としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を図

るためにも、柔軟に当該協定を締結すること

・救急医療機関においては、入院が必要な疑い患者の救急搬送等が想定されることから、受入れ先が確保されるよう、都道府県におい

て二次救急医療機関等との入院・発熱外来に係る協定締結について検討すること

・地域の診療所が新興感染症医療を行うことができる場合は、可能な限り協定を締結することとし、また、新興感染症医療以外の通常

医療を担う診療所も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、診療所等と、新興感染症医療を担う医療機関が連携することが重要

であること

・地域の診療所が新興感染症医療以外の通常医療を担っている場合は 、患者からの相談に応じ発熱外来等の適切な受診先の案内に努め

ること。その際は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、当該診療所での受診歴などの情報を当該受診先

に伝えることや、お薬手帳を活用することなど助言すること。また、当該受診先は、オンライン資格確認等システム等を活用して、

マイナンバーカードを持参した患者の同意を得て、診療・薬剤情報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者に

合った医療を提供することが可能となること

②新興感染症の疑似症患者等の診療を行う機能（発熱外来）

25

各医療機能と連携（医療機関に求められる事項）②
（「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（医政局地域医療計画課長通知）より抜粋）



・新型コロナウイルス感染症対応と同様、病院・診療所は、地域医師会等の関係者と連携・協力した体制整備を行い、必要に応じ、薬

局や訪問看護事業所と連携し、また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライン診療等、訪問看護や医薬品対応等を

行うこと

・自宅療養者等が症状悪化した場合に入院医療機関等へ適切につなぐこと

・診療所等と救急医療機関との連携も重要であること

・関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具 の着脱等を含む研修・訓練

等）を適切に実施し、医療の提供を行うことを基本とすること

・患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容態の変化等の場合に迅速に医療につなげるためにも、あわせてで

きる限り健康観察の協力を行うこと

・高齢者施設・障害者施設等の入所者が施設内で療養する際、必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制

とすることは重要であり、医療従事者の施設への往診・派遣等の必要な対応を行うこと

26

・通常医療の確保のため、ア 特に流行初期の感染症患者以外の患者の受入やイ 感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入

を行うこと

・新型コロナウイルス感染症対応での実績を参考に、自治体や都道府県医師会、都道府県病院団体及び支部による協議会や、既存の関

係団体間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進めること

④新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する機能（後方支援）

・医療人材派遣の協定締結医療機関は、自機関の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高めること

⑤新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の期間に派遣する機能（人材派遣）

各医療機能と連携（医療機関に求められる事項）③
（「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（医政局地域医療計画課長通知）より抜粋）

③居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能）自宅療養者等への医療の提供）
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改正感染症法等の協定等の内容について

目 次

１．これまでの経緯と改正感染症法の内容

及び

医療計画による新興感染症医療提供体制について

２．医療措置協定について

（ガイドライン、公的医療機関等の義務）

３．協定締結医療機関等への財政支援について



都道府県におけるスケジュールのイメージ
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年月日 都道府県医療審議会等 医療機関の調査・調整等 協定 (参考)第7次医療計画におけるＸ県の例 年月日

５年４月

５月 ・連携協議会①

６月
・医療計画WG①（設置）

（医療計画の策定について）

・医療機関に対する調査

（対応能力、支援ニーズ）

（→国とも適宜共有）

・地域保健医療計画推進協議会①

  (医療計画の策定について)
H29.6

協定（目標）

素案策定

・地域保健医療計画推進協議会②

 （医療計画素案の策定）
H29.9

10月

・医療審議会①（計画素案）

・連携協議会②

・議会（報告）

協定（目標）

案作成

・定例県議会（行政報告）

・医療審議会①（素案の報告）

・市町村・関係団体への意見照会、

   県民コメント（～11月）

H29.10

12月

６年１月
・医療審議会②（医療計画案）

・連携協議会③
・医療審議会②（医療計画（案）） H30.1

２月 ・議会上程（計画案・6年度予算案）
・定例県議会 議案上程

（計画案・予算案）
H30.2

３月 ・計画策定 ・計画策定

４月
正式締結

(随時HP公表)

５月
・地域保健医療計画推進協議会①

（７次計画（報告）、６次計画評価）
H30.5

９月 完了目途

・医療審議会③

（8次計画（報告・締結状況結果の公表）等）

・素案の作成（～９月）
医療機関と

協議（※）

・パブリックコメントの実施（～11月）

・計画案の作成（～12月）

医療機関と

協議継続

（※）

※順次、準備

行為として

協定締結

・医療計画WG②

（医療計画素案の策定）

・医療計画WG③（医療計画案）

9月

・地域保健医療計画推進協議会③

  （医療計画（案））
H29.12

国から指針等提示

必要に応じて設備整備や

研修による人材確保等

（５



医療措置協定の締結等のガイドライン（令和５年５月 2 6日発出）について

• 改正感染症法に基づく医療措置協定の仕組み等により、平時からの協定協議のプロセス等の準備を通じ、地域に
おける各医療機関の役割分担を踏まえた感染症医療及び通常医療の提供体制の構築を図ることが重要。

• 都道府県担当者や医療機関の担当者に、こうした協定の趣旨・目的等を理解いただくとともに、参照しながら協
定の協議を進めていただくため、５月26日（※） 、本ガイドラインを発出・周知（医政局地域医療計画課長通知）

※ 同日、予防計画基本指針・ガイドライン、医療計画基本方針・指針を併せて発出。29日に都道府県説明会を実施

ガイドラインのねらい

① 協定の協議・締結の進め方について
都道府県は、医療機関に対する事前調査（下記②）の結果や、医療審議会プロセス等も活用し、また、医療関係

団体等とも適宜連携しながら、広く協定の協議を行い、地域における医療機関の機能や役割を確認し、感染症医
療と通常医療の分担・確保を図る。

このため、協定の協議・締結に資するよう、協定のひな形（病院・診療所、薬局、訪問看護事業所別。目的、
医療措置の内容別（病床、発熱外来、自宅療養者等（高齢者施設等の入所者等を含む）への医療の提供、後方支
援、人材派遣）、期間、実施報告等）を示し、ひな形に沿って解説を記載。併せて、公的医療機関等（医療法の
公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院）の義務の通知のひな形を示し、協定の協議と併せて
通知する旨の解説を記載。また、上記医療審議会の意見聴取手続き等を記載。

協定締結作業については、令和５年度中から順次実施し、令和６年９月末までに完了する。

② 予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査（事前調査）について
都道府県から医療機関に協定締結の意向等を確認するための調査票のひな形（医療措置の内容毎に見込み数等、

参考で新型コロナ対応での実績）を提示。
併せて、新興感染症の今後の対応（協定締結や人員確保、報告方法等）に当たっての予定や課題等について調

査の実施について周知（別途G-MISで実施）。

③ 協定締結後の公表や報告・変更等について
締結した協定の内容の都道府県ホームページでの公表や、協定の履行状況の報告（平時は年１回、感染症発

生・まん延時は随時）、事前の想定と大きく異なる事態の場合は、国において判断を行い、機動的に対応するこ
と等について解説。

ガイドラインの主な内容
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医療措置協定の内容

• 新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、限られた医療資源が適切に配分されるよう、各地域で平時より、

医療機能の分化、感染症発生・まん延時の役割の明確化を図るとともに、健康危機管理を担当する医師及び看護

師を養成してネットワーク化しておくことや実践的な訓練をはじめとした平時からの備えを確実に行うことによ

り、危機時に医療機関や医師、看護師等の行動がその役割に沿って確実に実行されるよう、平時から地域におけ

る役割分担を踏まえた新興感染症に対応する医療及び新興感染症以外の通常医療の提供体制の確保を図ることと

する。

• 新型コロナウイルス感染症の対応を念頭に、まずは当該対応での最大規模の体制を目指す。

• 国は、新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、また、感染症対策物質の取得状況な

どが、事前の想定とは大きく異なる場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。

協定締結の目的と方向性

① 病床確保：新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する。

② 発熱外来：新興感染症の疑似症患者等の診療を行う。

③ 自宅療養者等への医療の提供：居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し 医療を提供する。

④ 後方支援：新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する。

⑤ 医療人材派遣：新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する。

医療措置の内容
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①病床確保 ②発熱外来
③自宅療養者等に対する

医療の提供
④後方支援 ⑤人材派遣

協定の内容

病床を確保し（※１）、
入院医療を実施

※１ 新興感染症患者対応の病床を確
保し、重症者用病床や、精神疾患を有
する患者、妊産婦、小児等の特に配慮
を有する患者を受け入れる病床の確保
も図る

発熱症状のある者の
外来を実施

自宅療養者等（※２）に対し、
・病院・診療所により、往診
等、電話・オンライン診療
・薬局により、医薬品対応等
・訪問看護事業所により、訪
問看護等を実施

※２ 宿泊療養者、高齢者施設、障害
者施設等の入所者を含む

（左記の病床確保等
を行う協定締結医
療機関を支援する
ため、）

医療機関におい
て、

①感染症患者以外
の患者の受入

②感染症から回復
後に入院が必要
な患者の転院の
受入を実施

（感染症対応の支援
を要する医療機関
等を応援するた
め、）

医療機関におい
て、

①感染症患者に
医療を提供する
者

②感染症予防等
に従事する関係
者を医療機関等
に派遣

実施主
体と指
定要件

第１種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な入院医療提供体
制の整備

第２種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な診療・検査体
制の整備

第２種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な、往診等、電
話・オンライン診療、調剤・
医薬品等交付・服薬指導、訪
問看護を行う体制の整備

数値
目標

（全国での
数値目標）

＜予防計画＞

新型コロナ対応で確保した最大規模の体制を目指す

①流行初期
（３か月を
基本）

約１.９万床 約1500機関

・病院・診療所（約２.７万機関）
・薬局（約２.７万機関）
・訪問看護事業所（約2800機関）

約3700機関

・医師
（約2100人）
・看護師
（約4000人）

②流行初期
以降

（６ヶ月
以内）

約５.１万床 約４.２万機関

流行初期以降開始時点：
①＋約１.６万床（公的医療機関等）

流行初期以降開始時点：
①＋約3800機関（公的医療機関等）

流行初期医療確保
措置の要件

（参酌して都道府県知事が
定める基準）

①発生の公表後（※４）、都道府
県知事の要請後１週間以内を目
途に措置を実施
②30床以上の病床の確保
③一般患者への対応について、
後方支援を行う医療機関との連
携も含めあらかじめ確認

①発生の公表後（※４）、都道
府県知事の要請後１週間以内
を目途に措置を実施
②１日あたり20人以上の発熱
患者を診察

- - -

医療措置協定の内容
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（参考）新興感染症対応の医療機関(入院)のイメージ

8000

病院

よ
り
病
毒
性
・
伝
播
性
の
高
い
感
染
症

1類・2類感染症に対応

新型インフルエンザ等感染症等
の流行初期対応

※1 全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある等の新興感染症が発生したと位置づける旨の公表
※2 感染症指定医療機関373病院のうち、新型コロナ対応における重点医療機関に指定されている医療機関は345病院、うち400床以上の病院が178病院

373

自院のクラスターなどで入院実績がある病院

2000

178 322

500

3000

重点医療機関2000 その他1000

発生の公表(※１)前の実際の発生段階から対応

発生の公表後3～6か月程度以内から対応

発生の公表後1週間程度から対応

(1)

(2)

(参考)

(0)

自院のクラスターなどにより一定の対応の可能性あり

その他感染症 (5類のコロナ等)

新型インフルエンザ等感染症等
の流行初期期間経過後の対応

感染症指定医療機関

流行初期医療確保措置対象協定締結医療機関

協定締結医療機関(病床確保)※2
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公立・公的医療機関等
（ＮＨＯ・ＪＣＨＯを含む）

特定機能病院
地域医療支援病院

その他
（民間医療機関）

平時

協定締結の
担保措置

予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をする努力義務

協定締結の協議に応じる義務

都道府県医療審議会の意見を尊重する義務（協定の協議が調わない場合に、医療審議会の意見を聴取）

感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務（平時に都道府県知事が医療機関に通知） ー

感染症発生
・まん延時

協定の履行
確保措置等

協定（医療提供義務）に則った対応を行うよう、
指示⇒公表（指示違反）

協定（医療提供義務）に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反※）
※指示に従わない場合、承認を取り消すことがあり得る。

協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反）

（保険医療機関として）国・地方が講ずる必要な措置に協力する責務

公的医療機関等の義務等と協定締結（協定締結ガイドラインから抜粋）

・ 感染症法第36条の２の規定に基づき、都道府県知事は公的医療機関等の管理者に対し、①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅

療養者等への医療の提供及び健康観察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間におい

て当該医療機関が講ずべきもの（新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講

ずるものとして、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機

能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものに限る。）を通知し、公的医療機関等は、当該通知に基づく措

置を感染症発生・まん延時に講じなければならないこととされている。

・ この通知に基づく義務（以下「医療提供義務」という。）と、感染症法第36条の３第１項の規定に基づく協定の関係については、

感染症法施行規則第19条の２第２項の規定のとおり、通知は、協定の協議と併せて行うものとし、公的医療機関等については、感染

症法第36条の３第１項の規定に基づく協定締結の協議の結果を踏まえて、協定に基づき講ずることとした措置の一部又は全部を感染

症法第36条の２の医療提供義務として通知することを想定しており、当該協定を上回る内容を通知することは、原則、想定していな

い。

・ ただし、仮に、協定の協議が調わなかった場合にも、公的医療機関等は医療提供義務の対象であることから、別途感染症法第36 

条の２の規定に基づき通知が行われることとなるが、この場合においても、当該公的医療機関等の所在する地域における新興感染症

医療の状況等を勘案して、当該公的医療機関等の機能・役割を踏まえて通知するように運用することを想定している。

公的医療機関等の義務等と協定締結との関係

33



協定締結に当たっての協議の進め方①（協定締結ガイドラインから抜粋）

・ 令和６年度からの予防計画・医療計画（医療計画について、ここでは「新興感染症発生・まん延時における医療」のことをいう。

以下同じ。）の策定・作成に当たっては、数値目標等を設定する必要があることから、また、感染症法第36条の３第１項の規定に基

づく医療措置協定の医療機関との円滑な協議・締結作業に資するよう、新型コロナの対応を念頭に、都道府県は、令和５年度前半に、

医療機関調査（事前調査）を行い、その結果に基づき、その後の対応を進めることとしている。

①都道府県による医療機関調査（事前調査）

34

・ 都道府県は、①の事前調査結果（新型コロナ対応実績を含む。）も活用し、協定締結を進めることとしており、感染症法第36条の

３第２項の規定により、都道府県から協定締結の協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならないこととさ

れている。（保険医療機関の責務として、国・地方公共団体が講ずる必要な措置に協力するものとされている。）

・ 協定は双方の合意であり、また、新興感染症発生・まん延時の対応を円滑に行うためにも、都道府県と医療機関で締結する協定の

内容の齟齬がないよう、十分な協議を行う。また、協定の締結に当たっては、新興感染症発生・まん延時には、その感染症の特性に

合わせて、都道府県と医療機関は協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行うことも前提に（※）、協定協議

段階で可能な範囲で都道府県と医療機関とが合意した内容について締結する。

（※）新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策

物資等の確保の状況などが締結した協定の前提・内容（事前の想定）とは大きく異なる事態の場合は、国においてその判断を行

い、機動的に対応するものとする。

・ 協定締結作業については、令和５年度中から順次実施し、令和６年９月末までに完了することを目指す。

（参考）改正法附則第10 条第１項の規定により、令和６年４月１日前においても、協定を締結することが可能であり、同条第２

項の規定により、施行日前に締結された協定は、施行日において感染症法第36条の３第１項の規定により締結されたものとみな

すこととされている。

・ 感染症法上、関係団体は協定締結の主体としていないが、協定締結の協議に当たっては、診療所や薬局が行う協議等の手続きを行

う際に、医師会や薬剤師会などの関係団体が協議の窓口となり、とりまとめるといった対応も可能である。

・ 感染症法施行規則第19条の３第１項の規定により、協定の締結は、書面（電磁的記録※を含む。）により行うものとしており、協

定における「記名」は、直筆である必要なく、電磁的な方法による取り交わしでよいものとする。※ 電子メール等を想定。

②基本的な考え方



協定締結に当たっての協議の進め方②（協定締結ガイドラインから抜粋）

・ 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて協議が調わないときは、都道府県医療審議会の意見を聴くこと

ができることとされており（感染症法第36 条の３第３項）、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、

当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができることとし（感染症法施行規則第19条の３

第５項）、提出された理由が十分でないと認められるときは、医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、都道府県医療

審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる（感染症法施行規則第19 条の３第６項）。

・ なお、都道府県医療審議会での説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない（感染症法施行規則第19条の

３第７項）。

・ また、都道府県知事及び医療機関の管理者は、都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならないものとされており（感染症法

第36条の３第４項）、都道府県医療審議会では、上述の協定締結の協議の内容に合意することができない理由等を踏まえて、関係者

の意見を聴き、意見することとなる。

③都道府県医療審議会のプロセス
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・ 都道府県は、医療機関が、正当な理由がなく、医療措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、医療機関に対し、感染

症法等に基づく措置（指示や勧告等）を行うことができるものとされている。

・ 「正当な理由」については、感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例えば、

⑴ 医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合

⑵ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要となる人員が異なる場合

⑶ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、

協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと都道府県が判断する。

ここでお示ししている内容の他、都道府県や医療機関からの情報が蓄積され次第、都度、協定が履行できない「正当な理由」の範

囲について、不公平とならないよう、できる限り具体的に示していくこととする。

・ なお、感染症法等に基づく措置（勧告・指示等）を行う前に、地域の医療機関等の関係者間での話し合いに基づく調整を行うこと

が重要であり、都道府県において、勧告・指示・公表の是非を判断するに当たっては、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこと

とし、例えば、都道府県医療審議会等の関係者の会議体により、事前に（緊急時でやむを得ない場合は事後に）、勧告・指示・公表

について当該会議体から意見を聴取するなど、手続きの透明性を確保することを求めている。

④履行担保措置
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個人防護具の備蓄について

１ 個人防護具の備蓄についての背景と概要

○ 新型コロナウイルス感染症の発生初期段階で、医療用マスク等の個人防護具（以下「PPE」という。）について、世界的需要が高まる中
で輸入が停滞する等により、不足が顕在化。

○ 上記のような経緯を踏まえ、次の感染症危機に適切に備えるため、改正感染症法において、医療措置協定（以下「協定」という。）で定
める事項の任意事項として、PPEの備蓄を規定。

○ PPEの備蓄は、協定の任意事項ではあるが、協定締結医療機関（病院、診療所、訪問看護事業所）がPPEの備蓄実施を協定で定める場合
には、備蓄量は医療機関の使用量の２ヶ月分（※１）以上とすることを推奨する（※２）。

２ 医療機関におけるPPE備蓄に関する具体的な内容

※１ 「２ヶ月分」とは、その医療機関のこれまでのコロナ対応での平均的な使用量２ヶ月分を指す。そのため、特定の感染の波における使用量での２ヶ月
分ではなく、令和３年や令和４年を通じた平均的な使用量で２ヶ月分を設定するもの。その際に、G-MIS週次報告対象医療機関の「１週間想定消費量」
の回答を必要に応じて活用可能である（「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」で規模別・物資別の平均消費量を整理している）。

⇒ PPEの使用実態は各医療機関によって様々であり、具体的な数量は各医療機関が設定し、協定で定める。

※２ 「使用量２ヶ月分」以外でも、「使用量１ヶ月分」や「使用量３週間分」など、医療機関が設定する備蓄量を協定で定めることができるが、新興感染
症発生・まん延時における、どの程度の期間分なのかを明らかにした備蓄量としていただきたい。

（１）対象物資

・ 協定締結医療機関（病院、診療所、訪問看護事業所） については、①サージカルマスク、②Ｎ95マスク、③アイソレーションガウン、④フェイス
シールド（再生可能なゴーグルで代替可能）、⑤非滅菌手袋の５物資とする。

（２）備蓄の運営方法

・ 協定締結によるPPE備蓄は、平時から備蓄物資を有効活用する観点から、備蓄物資を順次取り崩して一般医療の現場で使用する「回転備蓄」を推奨
するが、運営方法は協定で定めなくともよい。

・ 保管場所は施設内に保管施設を確保するほか、施設外の保管施設の利用して確保することも可能である。

・ このほか、例えば、①物資の取引事業者との供給契約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確保する方法や、②物資の取引事業者と提携し、有事に優
先供給をしていただく取り決めをすることで、平時においては物資を購入することなく、備蓄を確保する方法も可能である（流通在庫備蓄）。

３ 都道府県予防計画における目標値

○ PPE備蓄を十分に行う（使用量２ヶ月分以上）医療機関数として、協定締結医療機関の８割以上を数値目標として設定。加えて、備蓄を
行う医療機関における備蓄量についても補足的に把握する。

４ その他

○ 医療機関での備蓄に関する平時の支援については、予算編成過程において検討中である。なお、実際の有事において「使用量２ヶ月分」
の想定以上の需要急増かつ供給不足が生じた場合は、国の備蓄等で対応することを想定している。
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改正感染症法等の協定等の内容について

目 次

１．これまでの経緯と改正感染症法の内容

及び

医療計画による新興感染症医療提供体制について

２．医療措置協定について

（ガイドライン、公的医療機関等の義務）

３．協定締結医療機関等への財政支援について



（具体的な内容は、実際の感染症発生時に検討）

（具体的な内容は、実際の感染症発生時に検討）

協定締結医療機関等への財政支援

○ 協定締結医療機関の設置に要する費用
・ 改正感染症法では、平時からの協定締結医療機関の設置

についても、国及び都道府県が補助することができる旨の
規定を設けており、法施行に向けて、支援のあり方を検討
している。

○ 診療報酬
・ 新興感染症発生・まん延時における医療を行う体制を機

動的に構築する観点から、協定の締結を行う医療機関･薬
局･訪問看護事業所における感染対策について、中央社会保
険医療協議会において検討している。

○ 感染症対応人材の確保・育成
・ 協定締結医療機関の医療従事者等が適切に感染症対応を

行うことができるよう、厚生労働省の院内感染対策講習会
事業のほか、医療従事者等に対する研修等の支援のあり方
を検討している。

○ 独立行政法人福祉医療機構による優遇融資
・ 福祉医療機構（ＷＡＭ）の医療貸付において、感染症対

策を伴う施設整備を行う医療施設等に対し、融資率等を優
遇する融資を実施している。（取扱期間:2030年3月31日まで）

平時

○ 流行初期医療確保措置
・ 改正感染症法により、感染症の流行初期から病床確保や

発熱外来の感染症対応を行う医療機関（流行初期医療確保措置の

対象となる協定締結医療機関）に対して、診療報酬上乗せや補助金
等が充実するまでの一定期間※、感染症流行前と同水準の
収入を補償する（差額を公費・保険料により支払う）。

※ ３か月を基本として想定
※ 病床確保を行う医療機関は外来も含めた収入、発熱外来のみを行

う医療機関は外来分の収入

○ 医療措置協定の履行に要する費用
・ 改正感染症法では、協定締結医療機関が実施する医療措

置に要する費用について、国及び都道府県が財政支援を行
うこととしており、具体的な内容は、実際の感染症発生時
に、感染状況や感染症の特性等を踏まえ、検討する。

※ 改正前の感染症法の財政支援の多くは国の補助割合が2分の1（都道
府県2分の1）であるところ、新興感染症発生・まん延時に実施する協定
締結医療機関の医療措置に要する費用や流行初期医療確保措置に係る費
用の公費分は国の補助割合を4分の3（都道府県4分の1）としている。

○ 診療報酬の特例措置や補助金による財政支援

新興感染症発生・まん延時

流行初期医療確保措置

診療報酬（特例措置）

平時 新興感染症発生・まん延時 平時

（2030年３月31日まで） 38

（支援のあり方を検討）

補助金等 (協定の履行に要する費用等 )

協定締結医療機関の設備整備

診療報酬（平時）

感染症対応人材の確保・育成

福祉医療機構による優遇融資

（支援のあり方を検討）



１／２（※）
※ 特定・第一種・第
二種感染症指定医療
機関以外の協定締結
医療機関、宿泊療養
施設、検査機関を追
加

３／４
（都道府県
等は1/4）

１／２
（都道府県
等と折半）

１／２
（都道府県等と
折半）

１／２
（都道府県等と一般市
町村が折半する場合、
1／３）

３／４
（都道府県等は
1/4）

３／４
（都道府県等は1/4）

３／４
（都道府県
は1/4）

※公費の中で
の負担割合

感染症指定医療機
関等の設備整備
（第60条等）

入院措置
（第58条
第10号
等）★

検査
（第58条
第１号）
★

建物の立入
制限等の措置
（第58条
第８号等）★

消毒等の措置
（第58条
第５号等）★

宿泊・自宅
療養者の医療
（新設）★

協定締結医療機関等
が実施する措置
（新設）

流行初期医
療確保措置
（新設）★

１／２
（都道府県と折半）

３／４
（都道府県
等は1/4）

１／２
（都道府県
等と折半）

１／２
（都道府県等と
折半）

１／２
（都道府県等と一般市
町村で折半する場合、
１／３）

規定なし 規定なし 規定なし

国の負担
・補助割合

国の負担
・補助割合

現行

改正案

補助の対象機関の拡大 負担・補助規定の新設

医療機関等に対する財政支援規定

医療機関等に対する財政支援に係る費用負担については、現行、補助・負担割合を規定しているものについては、それを前
提とした上で、
① 設備整備については、対象施設に協定締結医療機関等を追加、
② 宿泊・自宅療養者の公費負担医療及び流行初期医療確保措置（費用は公費1/2、保険者拠出金1/2という
負担割合とする。）に関する負担規定を新設、
③ 協定締結医療機関等が実施する措置に関する補助規定を新設した。

★印は負担規定

※ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、国庫補助負担率の嵩上げ規定及び地方債の発行に関する特例規定を創設。
（新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律（令和５年法律第14号））
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（参考）院内感染対策に関する既存の予算事業について

院内感染対策講習会

院内感染対策講習会事業 令和５年度予算額 12百万円

• 概要：

関連補助金

院内感染対策施設整備事業

院内感染対策設備整備事業

院内感染地域支援ネットワーク事業

令和５年度予算額 （医療施設等施設整備費補助金）29億円の内数

令和５年度予算額 （医療提供体制推進事業費補助金）251億円の内数

令和５年度予算額 （医療提供体制推進事業費補助金）251億円の内数

• 医療機関の感染者のための個室整備に必要な工事費又は工事請負費
• 対 象 ： 病院、有床診療所（公立・公的立を除く）
• 単 価 ： １室当たり13,506千円とし、空調設備（空気清浄度クラス１万以上）を整備する場合は30,738千円を加算
• 補助率： １／３（国１／３、事業者２／３）

• 病院の院内感染の拡大防止に必要な自動手指消毒器の購入費
• 対 象 ： 病院（公立を除く）
• 単 価 ： １か所当たり (1) 50床未満 1,066千円 (2) 50床以上100床未満 1,386千円 (3) 100床以上200床未
満 2,243千円 (4) 200床以上300床未満 3,416千円 (5) 300床以上 4,590千円

• 補助率： １／３（国１／３、事業者２／３）

• 地域（都道府県単位）で院内感染予防及び院内感染発生時の対応等について相談できる体制を整備する。
• 対 象 ： 都道府県（地域医師会等に委託可）
• 単 価 ：１地域当たり 3,681千円
• 補助率： １／２（国１／２、事業者１／２）

院内感染対策に関する講習会を実施することにより、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を医療従事者等が習得すること
で、地域全体の院内感染対策の質の向上を図る。

① 地域において指導的立場を担うことが期待される病院等に勤務する医師、歯科医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師
を対象とした講習会

② 地域の医療連携体制が求められる病院、診療所（有床、無床）、助産所等に勤務する者を対象とした講習会
③ 院内感染対策等の業務を実施する行政機関（特に保健所）の担当者を対象とした講習会
④ 新型コロナウイルス感染症・新興感染症に関する特別講習会（対象：医療機関に勤務する全ての医療従事者等）

• 内容：
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（参考）感染症指定医療機関について（既存の保健衛生施設補助金）

比較項目 特定感染症指定医療機関 第一種感染症指定医療機関 第二種感染症指定医療機関

指定を行う者 厚生労働大臣 都道府県知事

医療機関の
分布

４医療機関（※１、２） 原則、都道府県域毎に１箇所程度
（ 56医療機関）（※１）

都道府県毎に数箇所～数十箇所
程度（348医療機関）（※１）

医療を担当する
感染症の類型

新感染症
一類感染症
二類感染症
新型インフルエンザ等感染症

一類感染症
二類感染症
新型インフルエンザ等感染症

二類感染症
新型インフルエンザ等感染症

施設基準

第一種感染症指定医療機関と
同等以上

・陰圧制御が可能であること

・病室内にトイレ及びシャワー室が
あること

・排水処理設備を有すること等
（※３）

・病室内又は病室に隣接してトイ
レ及びシャワー室があること

等（※３）

施設整備費
（指定病床数分）

全額を国 1/2を国、1/2を都道府県
1/2を国、1/2を都道府県
（１床あたり約330万円）

設備費・運営費
全額を国
（運営費については、１床当たり
約790万円/年を上限）（※4）

1/2を国、1/2を都道府県
（運営費については、１床当たり
約630万円/年を上限）（※4）

1/2を国、1/2を都道府県
（運営費については、１床当たり
①陰圧設備あり：約200万円/年、②陰圧設備な
し：約150万円/年を上限）（※4）

※1  令和４年４月１日現在。なお、第二種感染症指定医療機関数は、感染症病床を有する指定医療機関の数。
※2 成田赤十字病院、国立国際医療研究センター病院、常滑市民病院、りんくう総合医療センター。
※3 平成11年厚生省告示第43号。
※4 令和５年度予算

感染症の発生後速やかに感染症患者に適切な医療を提供することで、その早期治療を図り、感染症のまん延を防止するため、
厚生労働大臣又は都道府県知事は、新感染症、一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者の医療を担
当する感染症指定医療機関（一定の基準に合致する感染症指定病床を有する医療機関）を指定する。
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外来感染対策向上加算の新設及び感染防止対策加算の見直し③

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－２ 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組－①

感染対策向上加算１ 感染対策向上加算２ 感染対策向上加算３ 外来感染対策向上加算

点数 710点 175点 75点 ６点

算定要件 入院初日 入院初日＋入院期間が90日を超える毎に１回 患者１人の外来診療につき月１回に限り算定

主
な
施
設
基
準

届出基準 （外来感染対策向上加算の届出がないこと） 保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする（外来感染対策向上加算の届出がないこと） 診療所（感染対策向上加算の届出がないこと）

感染制御チームの

設置

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上かつ研修修了）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上）

※ 医師又は看護師のうち１名は専従であること。

※ 必要時に、専従の医師又は看護師を、加算２、３又は外来感染対策

向上加算の医療機関に派遣する場合は、専従時間に含めてよいものとす

る。

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（感染症対策の経験が３年以上）

・専任の看護師（感染管理の経験５年以上）

・専任の薬剤師（病院勤務経験３年以上又は適切

な研修を修了）

・専任の臨床検査技師（病院勤務経験３年以上又

は適切な研修を修了）

以下の構成員からなる感染制御チームを設置

・専任の常勤医師（適切な研修の修了が望まし

い）

・専任の看護師（適切な研修の修了が望まし

い）

院内感染管理者（※）を配置していること。

※ 医師、看護師、薬剤師その他の医療有資格者

であること。

医療機関間・

行政等との連携

・保健所、地域の医師会と連携し、加算２又は３の医療機関と合同で、年４

回以上カンファレンスを実施（このうち１回は、新興感染症等の発生を想定し

た訓練を実施すること。）

・加算２、３及び外来感染対策向上加算の医療機関に対し、必要時に院内

感染対策に関する助言を行う体制を有する

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け

入れる体制を有し、そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカンファレン

スに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定した

地域連携に係る体制について、連携医療機関等とあら

かじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受け

て感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

・年４回以上、加算１の医療機関が主催するカン

ファレンスに参加（訓練への参加は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体

制若しくは発熱患者の診療等を実施する体制を有

し、そのことを自治体HPで公開している

・年２回以上、加算１の医療機関又は地域の医師

会が主催するカンファレンスに参加（訓練への参加

は必須とする。）

・新興感染症の発生時等の有事の際の対応を想定

した地域連携に係る体制について、連携医療機関

等とあらかじめ協議されていること

・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を

受けて発熱患者の診療等を実施する体制を有し、

そのことを自治体HPで公開している

サーベイランスへの

参加

院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム

（J-SIPHE）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること
地域や全国のサーベイランスに参加している場合、サーベイランス強化加算として５点を算定する。 サーベイランス強化加算として１点を算定する。

その他

・抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有する

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・抗菌薬の適正使用について、加算１の医療機関

又は地域の医師会から助言を受けること

・「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に抗菌薬

の適正な使用の推進に資する取組を行う

・細菌学的検査を外部委託する場合は、「中小病院

における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」

に沿った対応を行う

・新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入ることを念頭に、汚染区域

や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有する

・令和４年度診療報酬改定前の感染防止対策地域連携加算及び抗菌薬適

正使用支援加算の要件を要件とする

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者

を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾー

ニングを行うことができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い

患者を受け入ることを念頭に、汚染区域や清潔区

域のゾーニングを行うことができる体制若しくは発

熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者

の動線を分けることができる体制を有する

・新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実

施することを念頭に、発熱患者の動線を分けること

ができる体制を有する

感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去１年間に４回以上、加算２、

３又は外来感染対策向上加算の医療機関に赴き院内感染対策等に関する

助言を行った場合、指導強化加算として、30点を算定する。

感染対策向上加算２又は３を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算１を算定する保険医療機関に

対し、過去１年間に４回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合、連

携強化加算として30点を算定する。

連携強化加算として３点を算定する。 42
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（参考）

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
医療提供体制及び公費支援の見直し等について」
（令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）



「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 症 法 上 の 位 置 づ け の 変 更 に 伴 う 医 療 提 供 体 制 及 び 公 費 支 援 の 見
直 し 等 に つ い て 」 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 １ ０ 日 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 本 部 決 定 ） （ 抜 粋 ）

１）位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し

医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的

な通常の対応に移行していく。

新型コロナウイルス感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新たな医療機関に参画を促すため

の取組を重点的に進める。そして、暫定的な診療報酬措置を経て、令和６年４月の診療報酬・介護報酬の同時改定を通じて新型コロナウ

イルス感染症対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行させる。この間、感染拡大が生じうることも想定し、感染

拡大への対応や医療提供体制の状況等を検証した上で、その結果に基づき、必要な見直しを行う。

・病床確保料の見直し

病床確保料について、９月末までを目途とした措置とし、その後の対応については「移行計画」に基づく冬の感染拡大に先立つ軽症等の患者に対

応する医療機関の拡充や入院調整を医療機関間により行う取組の進捗状況等を踏まえ、必要な見直しを行う。

・臨時の医療施設の取扱い

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき設置された臨時の医療施設については、地域の他の医療機関等への転院や機能を分散させる等した

上で廃止することが基本となる。ただし、健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほか、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、

救急搬送への対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施設として当面存続できることとする。

・診療報酬の取扱い

冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら必要な見直しを行う。その上で、令和６年４月の診療報酬・介護報酬の

同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行う。

２）高齢者施設等における対応

高齢者施設には重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、入院が必要な高齢者は、適切かつ確実に施設から入院で

きる体制を確保しつつ、施設における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の各種の政策・措置は、当面継続する。

※位置づけ変更に伴うさらなる取組に関する記載部分を抜粋。
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「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 症 法 上 の 位 置 づ け の 変 更 に 伴 う 医 療 提 供 体 制 及 び 公 費 支 援 の 見
直 し 等 に つ い て 」 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 １ ０ 日 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 本 部 決 定 ） （ 抜 粋 ）

３）患者等に対する公費支援の取扱い

位置づけ変更による急激な負担増を回避するため、医療費の自己負担等に係る一定の公費支援について期限を区切って継続する。

・外来医療費の自己負担軽減

新型コロナウイルス感染症治療薬の費用（薬剤費）の公費支援については、夏の感染拡大への対応としてまずは９月末まで措置し、その後の本措

置の取扱いについては、他の疾病との公平性に加え、国の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて冬の感染拡大に向けた対応を検討する。

・入院医療費の自己負担軽減

・新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費に関しては、他の疾病との公平性も考慮し、医療費や食事代の負担を求めることとなるが、急激な

負担増を避けるため、今夏の感染拡大への対応として、まずは９月末まで、高額療養費制度の自己負担限度額から２万円を減額する措置を講ず

る。なお、その額が２万円に満たない場合にはその額を減額する。

・その後については、感染状況や他の疾病との公平性を考慮しつつ、その必要性を踏まえて検討する。

・入院する新型コロナウイルス感染症患者の新型コロナウイルス感染症治療薬の費用については、外来医療費と同様、公費支援を実施する。

・検査の自己負担

引き続き、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や

従事者への集中的検査を地方自治体が実施する場合には、行政検査として取り扱う。

・相談窓口機能

外来や救急への影響緩和のため、地方自治体の受診相談機能は継続する(陽性者の体調急変時の相談機能は継続することとし、公費支援を継続す

る)。

・宿泊療養施設

高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は、入院とのバランスを踏まえた自己負担を前提に、地方自治体の判断で経過的に９月末まで継続する。
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医 政 地 発 0 5 2 6第 ４ 号 

医政産情企発0526第２号 

健 感 発 0 5 2 6 第 1 5 号 

令 和 ５ 年 ５ 月 2 6 日 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

厚生労働省医政局地域医療計画課長

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 長

（ 公 印 省 略 ）

「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改

正する法律」（令和４年法律第96号。以下「改正法」という。）の趣旨及び

運用の詳細等については、「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について（通知）」

（令和５年５月26日付け医政発0526第11号・産情発0526第２号・健発0526第

４号厚生労働省医政局長・大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官・健康局

長通知）により通知したところです。 

改正法による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成10年法律第114号）第36条の３第１項の規定に基づく医療措置協

定に関し、協定締結を進める際の参考とされたく、別添のとおり「感染症法

に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」を作成しました。 

貴職におかれては、御了知の上、貴管内の医療機関に周知いただくととも

に、適宜御活用いただき、地域医師会の医療関係団体等とも連携いただきな

がら医療機関との協議に当たるなど、改正法の令和６年４月１日からの円滑

な施行に向けて取り組んでいただくよう、お願いします。 

なお、別添ガイドラインの事前調査結果など含め、来年度からの予防計画

・医療計画の策定作業や医療機関との協定締結状況について、今後、進捗等

の確認をさせていただくことを予定しており、詳細は追って連絡します。

資 料 ３ - ２
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厚生労働省医政局地域医療計画課 

医薬産業振興・医療情報企画課 
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１ はじめに 

○ 新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）への対応を踏

まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生

及びまん延に備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病

床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、情報基盤の

整備等の措置を講ずるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 96号。以下「改正法」

という。）により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）を一部改正し、予防

計画の記載事項の充実や、都道府県と医療機関との医療措置協定の締結等に

ついては、令和６年４月１日から施行されることとなっている。 

 

○ また、良質かつ適切な医療を効率的に提供するための医療法当の一部を改

正する法律（令和３年法律第 49号）により医療法（昭和 23年法律第 205号）

を一部改正し、医療計画における新たな事業として「新興感染症発生・まん

延時における医療」が追加され、改正感染症法による予防計画との整合性を

図りながら、また、都道府県と医療機関との医療措置協定の締結等を通じて、

令和６年度からの第８次医療計画の作成・推進を行っていくこととなる。 

 

（参考）新興感染症発生・まん延時における医療（第８次医療計画の追加のポイント） 

 

 

新興感染症発生・まん延時の医療体制（第８次医療計画の追加のポイント）

• 令和３年の医療法改正により「新興感染症発生・まん延時における医療」が追加され、令和４年には感染症法

改正により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定（*）を締結する仕組み等が法定化された。

（令和６年４月施行） （*）病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣

• 新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応を念頭に、まずはその最大規模の体制を目指す。協定

締結等を通じ、平時から地域における役割分担を踏まえた感染症医療及び通常医療の提供体制の確保を図る。

※ 新興感染症（再興感染症を含む。）は、感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする。感染症法
の予防計画や新型インフルエンザ特措法の行動計画との整合性を図る。

概 要

• 新興感染症の発生時：まずは特定感染症指定医療機関、

第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機

関の感染症病床を中心に対応（対応により得られた知見を含

む国内外の最新の知見等について、随時収集・周知）

• 新興感染症の発生の公表が行われた流行初期（３か月を

基本）：上記の感染症指定医療機関含め、流行初期医療

確保措置の対象となる協定を締結した医療機関を中心

に対応（1.9万床を想定）

新興感染症発生～流行初期

• その他の公的医療機関等（対応可能な民間医療機関
を含む）も中心となった対応（＋1.6万床を想定）とし、
発生の公表後６か月を目途に、全ての協定締結医療
機関で対応（5.1万床を想定）

発生から一定期間経過後

• 新興感染症の特性や対応方法など最新の国内外の知見を収集・判断・機動的な対応

• 協定の締結状況や履行状況等について、患者の適切な選択に資することにも留意し、公表・周知

• 感染症対応を行う人材の育成（医療機関向けの研修・訓練の実施等）を進め、感染症対応能力を強化

国及び都道府県の平時からの準備等

新興感染症発生からの一連の対応

※病床確保のイメージ

発生直後 ３ヶ月後 半年後 ９ヶ月後 １年後 ３年後

今回の新型コロナ対応 今後協定で確保する体制のイメージ

３ヶ月 約１年６ヶ月 約３年１週間新興感染症に位置づける旨
の公表（発生の公表※）

国内１例目
の発生

＜協定締結医療機関での対応＞

（※）感染症法に基づく厚労大臣による、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある等の新興感染症が発生した旨の公表

＜現行の感染症指定医療機関を中心に対応＞
（感染症病床(1900床)）

（1.9万床） （＋１.6万床）

（5.1万床）

※新型コロナウイルス感染症対応の最大規模の体制を、速やかに立ち上げ機能させる。
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〇 本ガイドラインでは、改正感染症法の医療措置協定の内容を中心に、令和

６年度の施行に向けた対応、あるいは施行後の対応をまとめたものである。

特に令和５年度中の対応については、以下のスケジュールを想定していると

ころであり、スケジュール中に出てくる対応について、本ガイドラインとの

対応関係は次のとおりであるので、参考にされたい。 

 

①医療機関に対する調査（対応能力・意向、課題など） 

→ 「３ 予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査（事

前調査）について」 

 

②医療機関と協議～正式締結 

→ 「４ 協定の締結の進め方について」「５ 公的医療機関等の義務等と協

定締結との関係について」 

 

  

① 

② 
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２ 本ガイドラインの位置づけ 

○ 本ガイドラインは、協定締結に当たっての協議の進め方や協定締結後の履

行状況等の報告等に係る事項に関して、都道府県担当者及び医療機関の担当

者が参照することを想定して、留意点等をまとめたものである。各都道府県

においては、地域の実情に応じて、本ガイドラインを参照しながら各医療機

関との協定締結の協議等進められたい。 

 

○ 別途お示ししている、改正感染症法の施行通知や医療計画関係の通知等も

以下にまとめたので、本ガイドライン中でも引用しながら解説しているとこ

ろではあるが、これらもご参照いただきながら、対応を進められたい。 

 

【改正感染症法等の公布・施行について】 

・「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」

の公布及び一部施行について（通知）」（令和４年 12月９日付け医政発 1209第 22号・産

情発 1209 第２号・健発 1209 第２号・生食発 1209 第７号・保発 1209 第３号厚生労働省

医政局長・大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官・健康局長・官房生活衛生・食品安

全審議官・保険局長通知） 

・「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」

の一部の施行等について（通知）」（令和５年５月 26日付け医政発 0526第 11号・産情発

0526 第２号・健発 0526 第４号厚生労働省医政局長・大臣官房医薬産業振興・医療情報

審議官・健康局長通知） 

 

【予防計画関係】 

・「「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」について

（通知）」（令和５年５月 26 日付け健感発 0526 第 16 号・医政地発 0526 第３号・医政産

情企発 0526 第１号・健健発 0526 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長・医政局地域

医療計画課長・医政局医薬産業振興・医療情報企画課長・健康局健康課長通知） 

 

【医療計画関係】 

・「医療提供体制の確保に基本方針の一部を改正する件の公布等について」（令和５年５月

26日付け医政発 0526第 21号厚生労働省医政局長通知） 

・「「医療計画について」の一部改正について」（令和５年５月 26日付け医政発 0526第８号

厚生労働省医政局長通知） 

・「「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の一部改正について」（令和５年

５月 26日付け医政地発 0526第５号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 

【医療法協定関係】 
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・「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律

による改正後の医療法に基づく協定等について課長通知」（令和５年５月 26 日付け医政

地発 0526第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）  
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３ 予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査（事前調査）

について 

（１）事前調査の趣旨・目的 

〇 令和６年度からの予防計画・医療計画（医療計画について、ここでは

「新興感染症発生・まん延時における医療」のことをいう。以下同じ。）の

策定・作成に当たっては、数値目標等を設定する必要があることから、ま

た、感染症法第 36 条の３第１項の規定に基づく医療措置協定の医療機関と

の円滑な協議・締結作業に資するよう、新型コロナの対応を念頭に、都道

府県は、令和５年度前半には、医療機関調査（事前調査）を行い、その結

果に基づき、その後の対応を進めることとする。本調査の結果については、

基本は都道府県の中で、計画策定作業や協定締結作業を進めていただくた

めに活用いただくことを念頭に置いている。 

 

（２）医療機関調査（事前調査）の具体の進め方 

○ 別添１のとおり調査票の例を用意したので、適宜ご活用いただき、予防

計画・医療計画の策定作業や協定締結の協議等の対応を進められたい。調

査票の例（別添１）については、調査の項目例をお示しするものであって、

地域の実情に応じて質問項目を追加・変更いただいて構わない。 

 

〇 また、調査対象についても、地域の実情に応じて判断いただいて構わな

いが、新型コロナ対応をいただいた、病院・診療所・薬局・訪問看護事業

所を中心に、調査を行っていただくことが考えられる。 

 

〇 なお、新興感染症の今後の対応（協定締結や人員確保、報告方法）に当

たっての予定や課題等について、厚生労働省において、医療機関等情報支

援システム（G-MIS）により、病院・診療所に対し調査を行うこととしてい

ますので、ご了知いただきたい。この調査について、詳細は「新興感染症

対応に当たっての実態調査について（依頼）」（令和５年５月 26 日付け厚生

労働省医政局地域医療計画課事務連絡）により連絡する。 

 

○ 感染症法第 36 条の３第１項の規定に基づく協定は、改正感染症法附則第

10 条の規定により、施行日（令和６年４月１日）前においても締結できる

ので、本事前調査の結果等を活用しながら、順次協議が整った医療機関と

協定を締結いただくことが可能であるので申し添える。 
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４ 協定の協議・締結の進め方について 

（１）基本的な考え方 

〇 都道府県は、新興感染症対応と併せ、通常医療の確保のため、３の事前調

査結果（新型コロナ対応実績を含む。）や、③で解説している都道府県医療

審議会等を含む協定協議のプロセスも活用して、広く地域における医療機関

の機能や役割を確認し、医療提供の分担・確保を図ることとする。その際、

必要に応じ、保健所設置市・特別区とも連携して対応すること。 

 

○ ３の事前調査結果（新型コロナ対応実績を含む。）も活用いただき、協定

締結を進めていただくこと。（なお、感染症法第 36 条の３第２項の規定によ

り、都道府県から協定締結の協議を求められた医療機関の管理者は、その求

めに応じなければならないこととされている。）具体的には、地域の実情に

応じて判断いただいて構わないが、例えば、新型コロナ重点医療機関の指定

実績のある医療機関から協定締結の協議を開始することなどが考えられる。 

 

〇 協定は双方の合意であり、また、新興感染症発生・まん延時の対応を円滑

に行うためにも、都道府県と医療機関で締結する協定の内容の齟齬がないよ

う、十分な協議を行うこと。また、協定の締結に当たっては、新興感染症発

生・まん延時には、その感染症の特性に合わせて、都道府県と医療機関は協

定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行うことも前提

に（※）、協定協議段階で可能な範囲で都道府県と医療機関とが合意した内

容について締結すること。 

（※）新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の性状のほか、その対応方法を

含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが締結した協定

の前提・内容（事前の想定）とは大きく異なる事態の場合は、国においてその判断を

行い、機動的に対応するものとする。 

感染症法第 36 条の２の公的医療機関等（医療法の公立・公的医療機関等、

特定機能病院、地域医療支援病院をいう。以下同じ。）への通知との関係につ

いては、５ 公的医療機関等の義務等と協定締結との関係について、を参照

されたい。 

 

○ 協定締結作業については、令和５年度中から順次実施し、令和６年９月末

までに完了することを目指すこととすること。 

（参考）改正法附則第 10条第１項の規定により、令和６年４月１日前においても、協定を

締結することが可能であり、同条第２項の規定により、施行日前に締結された協定は、

施行日において感染症法第 36条の３第１項の規定により締結されたものとみなすことと

されている。  
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（２）協定のひな形について 

○ 感染症法第 36条の３第１項の規定に基づく医療措置協定について、病院・

診療所と締結する場合、薬局と締結する場合、訪問看護事業所と締結する場

合、それぞれについて別添２－１から別添２－３まで、ひな形をお示しする

ので活用の上、都道府県知事と医療機関（病院・診療所、薬局及び訪問看護

事業所をいう。以下同じ。）の管理者と協議し、合意が成立したときは、協

定を締結するものとする。 

 

○ ひな形でお示ししている事項は、感染症法第 36条の３第１項各号に掲げる

協定の内容に係る法定事項（※）を網羅する観点で構成しているが、地域の実

情や医療機関との協議の状況に応じて、都道府県知事が必要と認める事項に

ついて内容を加えることもできる。 

（※）感染症法第 36条の３第１項各号に掲げる事項及び感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令

の整備等に関する省令（令和５年厚生労働省令第 79号）による改正後の感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10 年厚生省令第 99 号。

以下「感染症法施行規則」という。）第 19条の３第２項に定める事項 

⑴ ①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療養者等への医療の提供及び健康観

察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等

公表期間において当該医療機関が講ずべきもの 

⑵ 個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容 

⑶ ⑴・⑵の措置に要する費用の負担の方法 

⑷ 医療措置協定の有効期間 

⑸ 医療措置協定に違反した場合の措置 

⑹ ⑴・⑵の措置に係る必要な準備に係る事項 

⑺ 医療措置協定の変更に関する事項 

⑻ その他都道府県知事が必要と認める事項 

 

○ 次ページより、協定ひな形（別添２－１（病院・診療所）、別添２－２

（薬局）、別添２－３（訪問看護事業所））の項目に沿って、別添２－１の項

目の内容を中心に解説する。なお、実際の協定締結に際しては、別添２－１

第３条の医療措置については、一から五までのうち、該当する措置のみ記載

することとし、一部の措置についての協定締結することも可能であることを

申し添える。 

また、協定を締結した医療機関のうち、病床の確保に対応する医療機関は

感染症法第６条第 16 項の「第一種協定指定医療機関」として、発熱外来又は

自宅療養者等の対応を行う医療機関は同条第 17 項の「第二種協定指定医療機

関」として、それぞれ都道府県知事による指定を受けることとなる。 
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【協定ひな形の解説】 

（解説） 

・ 医療措置協定の措置の対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染

症、指定感染症又は新感染症の３つの感染症を対象とする（が、例えば新

感染症の場合には、措置の内容を変える（確保できる病床数が異なる）等

の個別の事情が確認でき、協議の上合意した場合には、その旨を記載した

協定の内容とすることも認められるものとする）。 

 

・ 新型インフルエンザ感染症等発生等公表期間に、都道府県知事が状況に

応じて対応の必要を判断の上、医療機関に要請をすることで、医療機関は

措置を講ずることとなる。 

 

 
（解説） 

・ 感染症法第 36 条の９第１項の規定による流行初期医療確保措置の対象と

なる流行初期から対応する措置の内容（最大確保病床数）と、流行初期期

間経過後に対応する措置の内容（最大確保病床数）とを分けて記載するこ

と。新型コロナウイルス感染症対応では、国から各都道府県に対し、感染

状況に応じ段階的に対応する考え方を示した上で、各都道府県それぞれで、

感染状況に応じた対応の段階を設定し、各段階ごとに必要な病床数等を確

保する計画（病床確保計画）を立て、病床等の確保を行った。こうした対

応も参考に、協定で約束した最大確保病床数を基に、各都道府県において、

あらかじめ、あるいは、感染症発生・まん延時に、対応の段階を設定する

こととなる。なお、流行初期から対応する医療機関においては、その対応
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方法を含めた知見を生かし、流行初期期間経過後も引き続き同規模以上の

対応をしていただくことが望ましい。 

新型コロナ対応から得た教訓も踏まえ、各対応の段階での病床確保の目

的（新型コロナ対応において、流行初期の病床確保は疑い患者用病床の確

保も含めた隔離目的や、重症治療などが目的であった。一定期間経過後、

オミクロン株の流行時には、高齢の患者へのケアを意識した適切な療養環

境の確保の観点も加わった。）も意識した上で、対応を検討すること。その

際、急性期病棟だけでなく地域ケア病棟や療養型病床などの感染症対応を

行う病床の元の病床種別・役割も考慮して確保する病床について検討する

ことが重要である。 

 

・ 流行初期医療確保措置の対象となる基準については、感染症法施行規則

第 19 条の７において、同条各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定

めるものとしており、地域の実情に応じて、通常医療との両立の観点から、

柔軟に対応されたい。 

 

・ 病床の確保に当たっては、病床を稼働させるための医療人材確保につい

て、各医療機関で検討いただいた上で協定を締結いただくことが必要であ

る。新型コロナの対応を振り返ると、重症者用病床に関しては、ICU 経験

のある看護師の確保が重要であり、また、重症者用以外のコロナ病棟にお

いても、手厚い看護師の配置が必要であり、通常医療との両立を図りなが

ら、コロナ病床を稼働できる体制の確保に課題があった。 

新型コロナウイルス感染症対応における病床確保に際しての看護配置も

含めた人員確保等の取組については、以下で紹介しているところであり、

参考にされたい。 

（参考） 

第８次医療計画検討会（令和４年３月４日）参考資料１『新型コロナ対

応に係る事例発表（10 /13,11 /5,11/ 11）でご説明いただいた事項』 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000906890.pdf 

 

・ 都道府県知事が稼働を要請してから、実際に当該病床を稼働するまでの

期間については、それぞれひな形で記載しているとおり、新型コロナ対応

の経験も踏まえ協定において明確化しておく必要があると考えられるが、

医療機関で十分な準備期間が確保されるよう、国・都道府県は要請前から、

感染症指定医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最

新の知見について、対応する医療機関に情報提供を行うなど、必要な対応

を行うことが必要である。 

- 9-

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000906890.pdf


 

 
 

 

（解説） 

・ 感染症法第 36 条の９第１項の規定による流行初期医療確保措置の対象と

なる流行初期から対応する措置の内容と、流行初期期間経過後に対応する

措置の内容とを分けて記載すること。なお、流行初期から対応する医療機

関においては、その対応方法を含めた知見を生かし、流行初期期間経過後

も引き続き同規模以上の対応をしていただくことが望ましい。 

 

・ 「対応の内容」の「〇人／日」については、当該発熱外来の開設時間内

における発熱患者の数（受診者数）を意味し、協定締結時点で想定される

持続的に対応可能な（最大の）数を記載いただくこととする。（後述のとお

り、診療所において、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨のみ記

載することとし、この対応可能人数については、参考記載とすることも可

能。） 

 

・ 「対応の内容」の「（検査（核酸検出検査）の実施能力：〇件／日）」に

ついては、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行う場合（注）に、

持続的に検査可能な（最大の）数を記載するものとする。また、新型コロ

ナ対応における核酸検出検査と同様の検査方法を想定するものとする。 

（注）医療機関で検体の採取のみ行い、分析は外部に委託する場合は検査の実施

能力に含まない。 

また、「全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする」と

は、新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、核酸検出検査の実施

に必要な検査試薬等が流通し医療機関が利用できる状況にあるなど、医療

機関の責に帰すべき理由によらず検査が実施できない環境にはないことを

前提として記載することを意味するものである。 

 

・ 検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねるものとする。 

 

・ 地域における診療所については、新興感染症医療を行うことができる場

合はできる限り感染症法に基づく協定を締結し、また、新興感染症医療以

外の通常医療を担う診療所も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、

診療所等と、新興感染症医療を担う医療機関との連携は重要である。その

ため、全ての医療機関は当該協定締結の協議に応じる義務があるところ、

都道府県は、当該協定の締結に先立つ調査や協議も活用しながら、地域に

おける新興感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を促す。 
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なお、地域の診療所が新興感染症医療以外の通常医療を担っている場合

は、患者からの相談に応じ発熱外来等の適切な受診先の案内に努める。そ

の際は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、

自院での受診歴などの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を

活用することなど助言する。その際、当該受診先は、オンライン資格確認

等システム等を活用して、マイナンバーカードを持参した患者の同意を得

て、診療・薬剤情報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた

当該患者に合った医療を提供することが可能となる。 

 

診療所の場合 

※ 対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応

できる旨のみ記載することとし（ただし流行初期期間における対応を行う場合に

は、記載必須とする）、参考記載とする。 

※ 普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）に限って対応する場合に

は、その旨明記することとする。 

※ 小児患者の対応ができる場合には、その旨明記することとする。 

 

（解説） 

・ 「対応時期（目途）」については、記載例として、「流行初期期間経過後

（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われてから６か

月以内）」と記載しているが、流行初期期間中の対応が可能な場合はその旨

記載いただくなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。 

 

・ 「対応の内容（例）」において、「高齢者施設等への対応が可能」と記載

しているが、障害者施設等への対応についても検討いただき、対応可能な

場合は明示するなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。 

 

・ 「健康観察の対応」については、感染症法第 44 条の３第４項の規定に基

づき、感染症発生・まん延時にその実施を委託して実施することとなるが、

協定において、平時から自宅療養者等への医療の提供とあわせて健康観察

を実施するか、都道府県と医療機関との協議で確認いただき、記載いただ

きたい。 

 

・ 「対応可能見込み（最大〇人／日）」については、参考記載とし、可能な

範囲で記載いただきたい。なお、当該記載の内容が大幅に変わる場合等に

ついては、医療機関から都道府県に報告をいただくことが望ましい。 
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（解説） 

・ 「対応時期（目途）」については、記載例として、「流行初期期間経過後 

（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われてから６か

月以内）」と記載しているが、流行初期期間中の対応が可能な場合はその

旨記載いただくなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。 

 

・ 「対応の内容（例）」の記載については記載例であり、例えば「回復患者

の転院受入が可能」といった記載は、流行初期期間経過後に限られるもの

ではない。 

 

（解説） 

・ 「対応時期（目途）」については、記載例として、「流行初期期間経過後 

（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われてから６か

月以内）」と記載しているが、流行初期期間中の対応が可能な場合はその

旨記載いただくなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。 

 

・ 「うち県外可能人数：〇人」については、参考記載とし、可能な範囲で

記載いただきたい。なお、当該記載の内容が大幅に変わる場合等について

は、医療機関から都道府県に報告をいただくことが望ましい。 

 

・ 感染症発生・まん延時に都道府県知事の要請に基づき、医療人材派遣を

行う場合において、協定締結医療機関が派遣を行う医療人材は、原則とし

て派遣元である乙の職員として派遣されることとなる。（協定締結医療機関

との雇用関係を維持したまま、都道府県知事からの要請に基づき協定締結

医療機関が派遣を行う。） 

 

・ ＤＭＡＴ等については、医療法第 30 条の 12 の６第１項の規定に基づく

ＤＭＡＴの派遣に関する協定等をあわせて締結することとする。医療法第

30 条の 12 の６の規定に基づく協定については、「感染症法の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後

の医療法に基づく協定等について」（令和５年５月 26 日付け医政地発 0526

第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）によりひな形等をお示し

しており、併せて活用していただきたい。 
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・ 新型コロナ対応における応援派遣看護職の受け入れ・派遣等について、

国の予算事業である「新型コロナウイルス感染症対応看護マネジメント体

制整備事業」の中で作成された「新型コロナウイルス感染症等対応のため

の応援派遣看護職受け入れ・応援派遣マニュアル」（一般社団法人日本看護

管理学会）が発行されている。今般の協定締結に当たっても、平時からの

準備あるいは新興感染症発生・まん延時の対応の参考とされたい。 

 （参照）https://janap.jp/document/c19-support_manual/ 

 

（解説） 

・ 協定における個人防護具の備蓄は任意事項であるが、協定で定めること

が推奨される。協定締結医療機関（病院、診療所、訪問看護事業所）が個

人防護具の備蓄の実施について協定で定める場合、備蓄量は医療機関の使

用量２ヶ月分以上とすることを推奨する。 

 

・ 「使用量２ヶ月分」以外でも、例えば「使用量１ヶ月分」や「使用量３

週間分」、「使用量３ヶ月分」など、医療機関が設定する備蓄量を記載して

協定を締結することができる。協定では、その医療機関の使用量が新興感

染症発生・まん延時におけるどのような期間の分かを明らかにして備蓄量

を定める。 

 

＜備蓄の運営方法等＞ 

・ 個人防護具の備蓄は、物資を購入して保管し、使用期限が来たら廃棄す

るのではなく、平素から備蓄物資を有効に活用していただく観点から、備

蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、回

転型での備蓄を推奨する。その上で、備蓄に関する平時の支援については、

国において保管施設整備の支援について検討する。 

 

・ 回転型での運営のために、施設内に保管施設を確保することが望ましい

が、施設外の保管施設を利用するなどにより使用量２か月分などの備蓄を

確保するのでもよい。 

※ このほか、例えば、①物資の取引事業者との供給契約で、取引事業者

の保管施設で備蓄を確保する方法や、②物資の取引事業者と提携し、有

事に優先供給をしていただく取り決めをすることで、平時においては物

資を購入することなく、備蓄を確保する方法でもよい。 
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・ 上記のような備蓄の運営方法については、協定締結のプロセスにおいて、

都道府県担当者から共有を図ることにご留意いただきたい。 

 

・ なお、実際の有事において、「使用量２か月分」の想定以上に需要が急増

し、一方で供給が確保されず物資が不足する事態が生じた場合には、国の

備蓄等で対応することを想定している。国の備蓄等の対応は、協定で「使

用量２ヵ月分」を定めた医療機関のほか、協定で「使用量１ヵ月分」等を

定めた医療機関や協定で備蓄を定めていない医療機関も含めて想定する。 

 

＜対象となる物資（品目）について＞ 

・ PPE 備蓄の対象物資（品目）は、病院、診療所及び訪問看護事業所につ

いては、サージカルマスク、N95 マスク、アイソレーションガウン、フェ

イスシールド及び非滅菌手袋の５物資とする。 

病院、診療所及び訪問看護事業所については、上記５物資全部の使用量

２ヵ月分以上の備蓄を推奨する。 

※ N95マスクについては、DS2マスクでの代替も可能とする。 

※ アイソレーションガウンには、プラスチックガウンも含まれる。 

※ フェイスシールドについては、再利用可能なゴーグルの使用での代替

も可能とする。この場合において、ゴーグルは再利用が可能であり、有

事におけるその医療機関での 1 日当たり使用量を備蓄することを推奨す

る。必要人数分の必要量を確保していれば、フェイスシールドの備蓄を

することを要しないものとし、かつ、フェイスシールドの使用量２ヵ月

分を確保しているのと同等として取り扱う。 

※ 薬局については、対象物資は任意とする。 

 

＜備蓄量について＞ 

・ 協定で定める備蓄量（その医療機関の使用量のどのような期間の分か）

は、５物資全部について一括して設定するか、物資を分けて、又は各物資

ごとに設定する。 

※ 病院、診療所及び訪問看護事業所が５物資全部について一括して、新

興感染症発生・まん延時における使用量２ヵ月分以上で設定し、協定で

定めることを推奨する。 

※ また、備蓄量は、その医療機関の施設としての使用量で設定する。そ

の医療機関の新興感染症診療部門以外での使用量も含まれる。 

・ 協定で定める備蓄量（物資別の具体的数量）は、これまでの新型コロナ

対応での平均的な使用量で設定する。特定の感染の波における使用量での

２ヵ月分ではなく、令和３年や令和４年を通じた平均的な使用量で２ヵ月

分を設定する。 

- 14-



 

 
 

※ 使用量２ヵ月分を定める場合、その医療機関のこれまでのコロナ対応

での平均的な使用量で２ヵ月分を設定するが、その際、G-MIS週次報告対

象医療機関については、同週次報告での「１週間想定消費量」の回答を

必要に応じ活用できる。また、以下のとおり、G-MIS 週次調査から規模

別・物資別の平均消費量（令和３年及び令和４年平均値）を整理してい

るので、必要に応じ参考にされ、設定されたい。 

 

 ＜１病院あたりの個人防護具の１週間想定消費量（全国平均）＞ 

 サージカル
マスク 

N95・DS2
マスク 

アイソレーション
ガウン 

フェイス
シール
ド 

非滅菌手袋 

200 床未満 1026 枚 54 枚 146 枚 59 枚 7904 枚 

200～399 床 3194 枚 187 枚 584 枚 209 枚 22908 枚 

400～599 床 4932 枚 387 枚 820 枚 489 枚 52156 枚 

600～799 床 8106 枚 601 枚 1407 枚 743 枚 88782 枚 

800～999 床 15084 枚 875 枚 1734 枚 1530 枚 141202 枚 

1000 床以上 15460 枚 1312 枚 4878 枚 2826 枚 169614 枚 

 

＜１診療所あたりの個人防護具の１週間想定消費量（全国平均）＞ 

 サージカル 
マスク 

N95・DS2 
マスク 

アイソレーション 
ガウン 

フェイス
シール
ド 

非滅菌手袋 

病床なし 79 枚 ６枚 17 枚 11 枚 272 枚 

病床あり 160 枚 7 枚 19 枚 13 枚 662 枚 

 

＜１病院あたりの個人防護具の２ヶ月想定消費量（全国平均）＞ 

 サージカル
マスク 

N95・DS2 
マスク 

アイソレーション 
ガウン 

フェイス
シール
ド 

非滅菌手袋 

200 床未満 8796 枚 466 枚 1255 枚 509 枚 67754 枚 

200～399 床 27376 枚 1606 枚 5002 枚 1789 枚 196354 枚 

400～599 床 42278 枚 3321 枚 7033 枚 4189 枚 447054 枚 

600～799 床 69483 枚 5150 枚 12060 枚 6366 枚 760996 枚 

800～999 床 129290 枚 7501 枚 14865 枚 13116 枚 1210304 枚 

1000 床以上 132518 枚 11244 枚 41807 枚 24221 枚 1453840 枚 

 

＜１診療所あたりの個人防護具の２ヶ月想定消費量（全国平均）＞ 

 サージカル
マスク 

N95・DS2
マスク 

アイソレーショ
ンガウン 

フェイス
シール
ド 

非滅菌手袋 

- 15-



 

 
 

病床なし 674 枚 55 枚 149 枚 98 枚 2332 枚 

病床あり 1370 枚 57 枚 165 枚 114 枚 5668 枚 

 

 
（解説） 

・ 感染症法第 58 条の規定により（同条第 10 号の費用）、都道府県の予算の

範囲内で都道府県が支弁することを規定したものである。なお、その詳細

については、新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、その感染症

の性状に合わせて定めるものとする。 

 

・ 感染症法第 36 条の９等の流行初期医療確保措置の関連政令等については、

今後、追って連絡する。 

 

・ 個人防護具の備蓄に係る費用は、医療機関において負担する。なお、新

型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に、その感染症の性状等を

踏まえて、国において必要な支援を検討する。 

 

（解説） 
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・ 新型コロナ対応では、「診療の手引き」等により、随時、新たな知見に基

づく対応方法等を情報提供してきたところであり、こうした取り組み等も

参考に、国は、新型インフルエンザ等感染症等の発生後、新型インフルエ

ンザ等感染症等に係る発生等の公表前においても、都道府県と医療機関と

の間の調整や準備に資するよう、先行して対応する感染症指定医療機関の

実際の対応に基づいた対応方法も含め、国内外の最新の知見について、随

時都道府県及び医療機関等に周知を行うこととしており、それも踏まえ、

都道府県は協定締結医療機関に情報提供を行うことを規定したものである。 

 

・ そうした情報等を踏まえ、協定締結医療機関においては、新型インフル

エンザ等感染症等の発生後、都道府県からの要請前から、必要な準備を行

う旨を規定したものである。また、協定締結医療機関（第一種協定指定医

療機関）においては、平時より国立感染症研究所及び国立研究開発法人国

立国際医療研究センターを中心とした感染症に関する医薬品等の治験及び

研究開発のネットワークに参加し、感染症の発生時に新興再興感染症デー

タバンク事業（ＲＥＢＩＮＤ）へ協力をしていくことが望ましい。 

 

・ また、新型インフルエンザ等感染症等の性状や、その対応方法を含めた

最新の知見の取得状況、感染症対策物資等の確保状況などが、事前の想定

とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。

なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供する。国により

当該判断が行われた場合は、都道府県は協定の内容の機動的な変更又は状

況に応じた柔軟な対応を行うことを医療機関と協議する旨を規定したもの

である。 

 

（解説） 

・ 有効期間を令和９年３月 31 日までとしているのは、医療計画の中間年見

直しにあわせて必要に応じ、内容を見直す必要があるからである。都道府

県の実情・医療機関との協議状況等に応じ、設定いただいて差し支えない。 
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（解説） 

・ ここでいう感染症法等に基づく措置とは、感染症法第 36 条の４第１項か

ら第４項まで（及び地域医療支援病院又は特定機能病院にあっては、医療

法第 29条第３項（第９号）又は同条第４項（第９号））のことをいう。 

 

・ 新興感染症医療提供体制の構築に当たっては、まずは、当該規定に基づ

く感染症法等に基づく措置（勧告・指示等）を行う前に、地域の医療機関

等の関係者間での話し合いに基づく調整を行うことが重要である。この場

合、新興感染症医療のみならず、救命救急医療や他の一般診療への影響な

ど、地域の地域医療提供体制全体の状況を十分に勘案していただくことが

必要である。 

 

・ 「正当な理由」については、感染状況や医療機関の実情に即した個別具

体の判断が必要であるが、例えば、 

⑴医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合 

⑵ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患

者一人当たりに必要となる人員が異なる場合 

⑶感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、 

協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難である

ことがやむを得ないと都道府県が判断する。 

ここでお示ししている内容の他、都道府県や医療機関からの情報が蓄積

され次第、都度、協定が履行できない「正当な理由」の範囲について、不

公平とならないよう、できる限り具体的に示していくこととする。 

 

・ その上で、実際に都道府県が感染症法等に基づく措置（指示や勧告等）

を行うか否かは、締結した協定の措置を講じないことによる患者の生命・

健康等への影響や、協定の措置に代えて実施し得る他の手段の有無といっ

たことを総合的に考慮して判断されるべきものと考えられる。 

※ 例えば、病床確保の協定を締結している一部の医療機関において、医

師等の医療従事者の確保や必要な設備等の整備が十分になされているに

もかかわらず、協定の措置を講じず、そのことによって地域全体として

必要な病床を確保できないなど、地域における患者の生命・健康等に影

響が及ぶと考えられる場合には、協定の措置をとるべきことを勧告し、

さらに当該勧告に意図的に応じない場合には協定の措置をとるべきこと
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を指示し、それでもなお当該指示に意図的に応じない場合はその旨を公

表（公的医療機関等については、指示⇒公表）することなどが考えられ

る。 

 

・ なお、都道府県において、勧告・指示・公表の是非を判断するに当たっ

ては、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこととし、例えば、都道府

県医療審議会等の関係者の会議体により、事前に（緊急時でやむを得ない

場合は事後に）、勧告・指示・公表について当該会議体から意見を聴取する

など、手続きの透明性を確保すること。 

 

（解説） 

・ 感染症法第 36条の５第１項から第７項までの規定に基づく協定に基づく措

置の実施の状況の報告等に関して規定したものである。同条第４項から第６

項までの「電磁的方法」による報告については、医療機関等情報支援システ

ム（G-MIS）上での報告とし、 

⑴ 平時においては、年１回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の

状況等を、 

⑵ 感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置

の実施の状況等を、 

それぞれ報告いただくことを予定している。医療機関等情報支援システム

（G-MIS）上での報告の内容等の詳細は、別途、お示しするものとする。 

 

（解説） 
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・ 「研修」や「訓練」については、感染症法に基づく予防計画の「感染症

の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項」とも関係がある

ものであり、「都道府県、保健所設置市及び特別区予防計画作成の手引き」

の当該内容を参照いただき、自医療機関で実施する、あるいは、都道府県

等の自治体を含む外部の機関が実施するものに参加させること。 

・ 「点検」とは、例えば病床の確保に係る協定を締結した場合において、

新興感染症発生・まん延時に新興感染症患者の入院を受け入れる病床を確

保するため、都道府県からの要請後、どのようにシフトを調整するか等の

対応の流れを点検すること等を想定している。 

 

（３）都道府県医療審議会のプロセス 

〇 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて協議が

調わないときは、都道府県医療審議会の意見を聴くことができることとされ

ており（感染症法第 36 条の３第３項）、当該協議を行う医療機関の管理者そ

の他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができな

い理由を記載した書面の提出を求めることができることとし（感染症法施行

規則第 19 条の３第５項）、提出された理由が十分でないと認められるときは、

医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、都道府県医療審議会

に出席し、当該理由について説明することを求めることができる（感染症法

施行規則第 19 条の３第６項）。なお、都道府県医療審議会での説明を求めら

れた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない（感染症法施行規則

第 19条の３第７項）。 

また、都道府県知事及び医療機関の管理者は、都道府県医療審議会の意見

を尊重しなければならないものとされており（感染症法第 36 条の３第４項）、

都道府県医療審議会では、上述の協定締結の協議の内容に合意することがで

きない理由等を踏まえて、関係者の意見を聴き、意見することとなる。 

 

公立・公的医療機関等
（ＮＨＯ・ＪＣＨＯを含む）

特定機能病院/地域医療支援病院 民間医療機関

協定締結
プロセス

①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標（確保
すべき病床の総数等）をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。

②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案（病床の割り当て等）を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。

協定締結の
担保措置

全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。

全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。

全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。

協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化

協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置

平時

○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築する。

○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保する。

○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を

義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。

○ 感染症対応の社会医療法人については、協定（流行初期医療確保措置の対象）の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う

よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。

協定の履行
確保措置等

協定（医療提供義務を含む）に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表（指示違反）
＊NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。

協定（医療提供義務を含む）に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反※）
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。

協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表（指示違反）

保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。

感染症発生・
まん延時

現行の特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者（※）に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
（※）医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。
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○ 感染症法上、関係団体は協定締結の主体としていないが、協定締結の協議

に当たっては、診療所や薬局が行う協議等の手続きを行う際に、医師会や薬

剤師会などの関係団体が協議の窓口となり、とりまとめるといった対応も可

能であるので、地域の実情に則して対応されたい。 

 

〇 感染症法施行規則第 19 条の３第１項の規定により、協定の締結は、書面

（電磁的記録※を含む。）により行うものとしており、協定における「記名」

は、直筆である必要なく、電磁的な方法による取り交わしでよいものとする。 

※ 電子メール等を想定。 
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５ 公的医療機関等の義務等と協定締結との関係について 

〇 感染症法第 36条の２の規定に基づき、都道府県知事は公的医療機関等の管

理者に対し、①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療養者等への医療の

提供及び健康観察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエン

ザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの（新型イ

ンフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅

速かつ適確に講ずるものとして、都道府県の区域内の各地域における感染症

の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能当

に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものに限る。）

を通知し、公的医療機関等は、当該通知に基づく措置を感染症発生・まん延

時に講じなければならないこととされている。 

 

〇 この通知に基づく義務（以下「医療提供義務」という。）と、感染症法第

36 条の３第１項の規定に基づく協定の関係については、感染症法施行規則第

19 条の２第２項の規定のとおり、通知は、協定の協議と併せて行うものとし、

公的医療機関等については、感染症法第 36条の３第１項の規定に基づく協定

締結の協議の結果を踏まえて、協定に基づき講ずることとした措置の一部又

は全部を感染症法第 36条の２の医療提供義務として通知することを想定して

おり、当該協定を上回る内容を通知することは、原則、想定していない。 

ただし、仮に、協定の協議が調わなかった場合にも、公的医療機関等は医

療提供義務の対象であることから、別途感染症法第 36 条の２の規定に基づき

通知が行われることとなるが、この場合においても、当該公的医療機関等の

所在する地域における新興感染症医療の状況等を勘案して、当該公的医療機

関等の機能・役割を踏まえて通知するように運用することを想定しており、

留意されたい。 

 

〇 感染症法第 36条の２第１項の規定に基づく通知書のひな形は別添３のとお

りであるので、活用されたい。 
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６ 協定の締結後の公表や報告・変更等について 

（１）協定の内容の公表 

○ 感染症法第 36条の３第５項の規定により、都道府県知事は、協定を締結し

たときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表

するものとされており、新型コロナ対応も参考に、協定の締結状況・履行状

況等について、公表する仕組みを構築されたい。 

公表に当たっては、患者の選択にも資するよう、協定の内容について都道

府県のホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとともに、当該公

表をしている旨の周知を図ることとする。具体的には、平時から、都道府県

のホームページに協定を締結した医療機関名・締結した協定の内容（措置の

事項（締結した協定のメニュー）をイメージ）を一覧の形で公表されること

を想定している。 

 

○ 感染症発生・まん延時には、新型コロナでの対応と同様に、例えば発熱外

来について、診療時間や対応可能な患者（例えば小児等）など、患者の選択

に資するような情報の公表を行うこととする。 

 

（２）協定締結後の履行状況等の報告 

○ 感染症法第 36条の５第１項又は第２項の規定に基づき、都道府県知事は、

必要があると認めるときは、協定を締結した医療機関の管理者に対し、協定

に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況そ

の他の事項について期限を定めて報告を求めることができ、同条第３項の規

定により、医療機関の管理者は、報告の求めがあったときは、正当な理由が

ある場合を除き、速やかに、報告を求められた事項を報告しなければならな

いこととされている。また、この報告について、電磁的方法により行うこと

が義務となる感染症指定医療機関と、努力義務となる感染症指定医療機関と

が、厚生労働省令で規定されることとなるが、追って連絡するものとする

（同条第５項及び第６項）。なお、この「電磁的方法」については、施行通

知でお示ししているとおり、新型コロナの対応における確保病床の状況等に

ついての報告と同様、医療機関等情報支援システム（G-MIS）により、報告

を行っていただくこととする。 

 

〇 感染症法第 36条の５第１項又は第２項の規定に基づく報告の求めについて

は、 

⑴ 平時においては、年１回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の

状況等を、 

⑵ 感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置

の実施の状況等を、 
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それぞれ報告いただくことを予定している。医療機関等情報支援システム

（G-MIS）上での報告の内容等の詳細も含め、別途、お示しするものとする。 

 

〇 上述の報告を受けた都道府県知事は、厚生労働大臣に報告するとともに、

公表しなければならないこととされている（感染症法第 36 条の５第４項）。

協定の仕組みは、予防計画の数値目標とも関係してくるものであることから、 

・ 「報告」については、感染症法第 10 条第 11 項の規定に基づく、予防計

画の目標に関する事項の達成の状況の毎年度の報告等とあわせて実施する

運用を想定し、 

・ 「公表」については、予防計画や医療計画の状況等とあわせて都道府県

ホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとともに、当該公表を

している旨の周知を図ることとする。感染症発生・まん延時において、各

医療機関が協定に基づく措置を実施する段階では、新型コロナ対応も参考

に、措置の実施状況のほか、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、

発熱外来であれば診療時間や対応可能な患者（例えば小児等）など、患者

の選択に資するような情報の公表を行うこととする（再掲）。 

 

〇 新興感染症発生・まん延時において、都道府県は、協定の実効性確保のた

めにも、新型コロナ対応での取り組みも参考に、協定締結医療機関で働く医

療従事者の欠勤等の状況も含め、協定の履行状況等について G-MIS を活用し

て把握できるようにする。 

 

（３）協定の内容を変更する場合の対応 

〇 感染症法施行規則第 19条の３第２項の規定により、協定において「協定の

変更に関する事項」についても定めることとなっており、協定のひな形でも

第７条第２項で「措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は

乙の申し出により協議するものとする」と記載しているところである。都道

府県の判断で具体の記載は変更いただいて構わないが、協定は、双方の合意

に基づくものであることに留意しつつ、医療機関側の事情変更等があれば協

定の内容を見直す協議を行うなど、柔軟に対応を行うこと。 

  協定のひな形第７条第１項で、協定の有効期間についても例として記載し

ているところであるが、予防計画や医療計画等の見直しのタイミングなど、

地域全体で、新興感染症医療提供体制を検討するときには、それまでの②の

履行状況等の報告の内容等も踏まえて、各医療機関とも締結した協定の内容

等について改めて協議することが考えられる。 

 

〇 また、新興感染症発生・まん延時（特に新興感染症の発生段階）において、

新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、
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感染症対策物資等の確保の状況などが締結した協定の前提・内容（事前の想

定）とは大きく異なる事態の場合は、国においてその判断を行い、機動的に

対応することとしており、協定の内容について変更する又は状況に応じ柔軟

に対応を行うこと。 
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病院・診療所ver                            別添２－１ 

 

 

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る 

医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定（医療措置協定）書（案） 

 

○○○都道府県知事（以下「甲」という。）と〇〇長【医療機関の管理者】（以下「乙」

という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症（以下「新型イ

ンフルエンザ等感染症等」という。）に係る発生等の公表が行われたときから新型インフル

エンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間（以下「新型インフ

ルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。）に、甲の要請に基づき、乙において、新型

インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に

講ずることにより、甲が新型インフルエンザ等感染症等の医療提供体制を確保することを目

的とする。 

 

（医療措置実施の要請） 

第２条 甲は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、地域の感染症医療提

供体制等を勘案し、必要があると認めるときは、乙に対し、次条に定める医療措置を講ずる

よう要請するものとする。 

 

（医療措置の内容） 

第３条 乙は、前条の規定による甲からの要請に基づき、次に掲げる医療措置を講ずるものと

する。 

一 病床の確保（患者を入院させ必要な医療を提供） 

対応時期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型イン

フルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表が行われてから６か

月以内） 

 

流行初期期間（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容 〇床（うち重症者用○床） 

うち、特に配慮が必要な患者の病床数 

（例） 

・精神疾患を有する患者用〇床 

・妊産婦用〇床 

〇床（うち重症者用○床） 

うち、特に配慮が必要な患者の病床数 

（例） 

・精神疾患を有する患者用〇床 

・妊産婦用〇床 

即応化の期間 甲からの要請後速やかに（２週

間以内を目途に）即応化するこ

と。 

甲からの要請後速やかに（１週間以

内を目途に）即応化すること。 
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※ 流行初期期間については、病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応に

ついて、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。 

二 発熱外来の実施 

対 応 時 期

（目途） 

 

 

流行初期期間経過後（新型インフル

エンザ等感染症等に係る発生等の公

表が行われてから６か月以内） 

 

流行初期期間（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容    〇人/日 

（検査（核酸検出検査）の実施能力： 

○件/日） 

    〇人/日 

（検査（核酸検出検査）の実施能力： 

○件/日） 

 ※ 検査の実施能力については、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行うもの

とする。また、全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする。 

※ 検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねる。 

診療所の場合 

※ 対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨のみ記

載することとし（ただし流行初期期間における対応を行う場合には、記載必須とする）、参考記

載とする。 

※ 普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）に限って対応する場合には、その旨明記

することとする。 

※ 小児患者の対応ができる場合には、その旨明記することとする。 

 

三 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察 

対 応 時 期

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が

行われてから６か月以内） 

対応の内容 

（例） 

・電話／オンライン診療が可能（高齢者施設等への対応が可能） 

又は 

・往診等が可能（高齢者施設等への対応が可能） 

及び 

・健康観察の対応が可能（高齢者施設等への対応が可能） 

※ 対応可能見込み（最大○人/日）は、参考記載 

 

四 後方支援 

対 応 時 期

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフル

エンザ等感染症等に係る発生等の公

表が行われてから６か月以内） 

 

流行初期期間（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容 

（例） 

回復患者の転院受入が可能 

又は 

病床の確保の協定を締結している医

主に流行初期医療確保措置の対象と

なる協定を締結している医療機関に

代わっての一般患者の受入が可能 
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療機関に代わっての一般患者の受入

が可能 

 

五 医療人材派遣 

対 応 時 期

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が

行われてから６か月以内） 

対応の内容 

（例） 

計 ○人     うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・医師：○人  うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・  

・看護師：○人 うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・  

・その他（  可能な範囲で職種を記入  ）：○人  

うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

※ うち県外可能（○人）は、参考記載 

  ※ DMAT等については、DMAT等協定（改正医療法第30条の12の６の規定に基づく協定）

を参照。 
 
（個人防護具の備蓄） ※括弧書きは、任意記載事項であることを示したものである。 

第４条 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速

かつ適確に講ずるため、個人防護具は、次のとおり、乙が備蓄する。 

（乙における○ヶ月分の使用量） 

サージカルマス

ク 

N95マスク アイソレーショ

ンガウン 

フェイスシール

ド 

非滅菌手袋 

枚 枚 枚 枚 枚 

（     双） 

※ 備蓄量・品目、備蓄の運営方法等の詳細は、「感染症法に基づく「医療措置協定」協定締

結等ガイドライン」の４の解説（Ｐ12～14）を参照すること。 

 

（措置に要する費用の負担） 

第５条 第３条に基づく措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、甲

が乙に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症等

が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。 

２ 甲は、第３条第１号又は第２号に掲げる措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の発

生等の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するため

の措置を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる日の属する

月の収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、乙に対し、

流行初期医療の確保に要する費用を支給する措置（流行初期医療確保措置）を行うものとす

る。 

３ 前条に基づく措置に要する費用については、乙が負担する。なお、甲は、国において新型

インフルエンザ等感染症等が発生した際にその感染症の性状に合わせて検討される費用に関

する補助等が創設された場合は、乙に対して、それに基づき補助等を検討する。 
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（新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見についての情報提供等） 

第６条 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われる前の段階から、甲は、

国から新型インフルエンザ等感染症等に関する対応方法を含めた最新の知見について情報を

得た場合は、速やかに乙へ情報提供するものとする。 

２ 乙は、前項の情報も踏まえ、甲からの第２条の要請に備えて、必要な準備を行うものとする。 

３ 新型インフルエンザ等感染症等発生・まん延時において、新型インフルエンザ等感染症等の性状

のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが事

前の想定とは大きく異なる事態の場合として、国においてその判断が行われた場合は、甲は、協定

の内容について機動的に変更する又は状況に応じ柔軟に対応を行うことについて、乙と速やかに協

議を行うものとする。 

 

（協定の有効期間及び変更） 

第７条 本協定の有効期間は、締結日から令和９年３月31日までとする。ただし、本協定によ

る有効期間満了の日の30日前までに、甲と乙のいずれからも更新しない旨の申し出がない場

合には、同一条件により３年間更新するものとし、その後も同様とする。 

２ 第３条に定める医療措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は乙の申し出

により協議するものとする。 

 

（協定の措置を講じていないと認められる場合の措置） 

第８条 甲は、乙が、正当な理由がなく、第３条及び第４条に基づく措置を講じていないと認

めるときは、乙に対し、感染症法等に基づく措置を行うことができるものとする。 

※ 詳細は、「感染症法に基づく「医療措置協定」協定締結等ガイドライン」の４の解説（Ｐ

16～18）を参照すること。 

 

（協定の実施状況等の報告） 

第９条 乙は、甲から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運

営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告するも

のとする。この場合において、電磁的方法（Ｇ－ＭＩＳ）により報告を行う／行うよう努め

る。 

 

（平時における準備） 

第10条 乙は、第３条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時（新型インフルエンザ等感染

症等の発生前）において、年１回以上、次に掲げる準備を行うよう努めるものとする。 

一 乙の医療機関において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を本協定の措置の実施

にかかわることが見込まれる医療従事者等が習得することを目的として、研修を実施する、

又は、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等を参加させること。 

二 措置を講ずるに当たっての訓練を、乙の医療機関において実施する、又は、外部の機関

が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者等を参加さ

せること。 

三 措置を講ずるに当たっての乙の医療機関における対応の流れを点検すること。 
 

- 4-



 

 

 

（疑義等の解決） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議

し定めるものとする。 

 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙両者記名の上、各自その１通

を保有するものとする。 
 
 
 
 令和  年  月  日  
                 甲 都道府県知事名  

乙 医療機関名： 

  保険医療機関番号： 

  Ｇ－ＭＩＳＩＤ：（締結時振り出しなければ空欄） 

住所： 

  （管理者の）氏名： 
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番 号 

年  月  日 

 

 

〇〇（医療機関の管理者） 

 

 

   都道府県知事     

 

 

感染症法第36条の２第１項の規定に基づく通知について 

 

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第36条

の２第１項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき

措置等について、下記のとおり通知する。 

 

 

記 

 

 

１ 講ずべき措置の内容  

一 病床の確保 

対応時期 

（目途） 

流行初期期間経過後（新型イン

フルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表が行われてから６か

月以内） 

 

流行初期期間（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容 〇床（うち重症者用○床） 

うち、特に配慮が必要な患者の病床数 

（例） 

・精神疾患を有する患者用〇床 

・妊産婦用〇床 

〇床（うち重症者用○床） 

うち、特に配慮が必要な患者の病床数 

（例） 

・精神疾患を有する患者用〇床 

・妊産婦用〇床 

即応化の期間 甲からの要請後速やかに（２週

間以内を目途に）即応化するこ

と。 

甲からの要請後速やかに（１週間以

内を目途に）即応化すること。 

※ 流行初期期間については、病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応に

ついて、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。 
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二 発熱外来の実施 

対 応 時 期

（目途） 

 

 

流行初期期間経過後（新型インフル

エンザ等感染症等に係る発生等の公

表が行われてから６か月以内） 

 

流行初期期間（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容    〇人/日 

（検査（核酸検出検査）の実施能力： 

○件/日） 

    〇人/日 

（検査（核酸検出検査）の実施能力： 

○件/日） 

 ※ 検査の実施能力については、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行うもの

とする。また、全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする。 

  診療所の場合  

※ 対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨のみ記

載することとし（ただし流行初期期間における対応を行う場合には、記載必須とする）、参考記

載とする。 

※ 普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）に限って対応する場合には、その旨明記

することとする。 

※ 小児患者の対応ができる場合には、その旨明記することとする。 

 

三 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察 

対 応 時 期

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が

行われてから６か月以内） 

対応の内容 

（例） 

・電話／オンライン診療（高齢者施設等への対応も含む） 

又は 

・往診等（高齢者施設等への対応も含む） 

及び 

・健康観察の対応（高齢者施設等への対応も含む） 

※ 対応可能見込み（最大○人/日）は、参考記載 

 

四 後方支援 

対 応 時 期

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエ

ンザ等感染症等に係る発生等の公表が

行われてから６か月以内） 

 

流行初期期間（新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行

われてから３か月程度）の対応 

対応の内容 

（例） 

回復患者の転院受入 

又は 

病床の確保の協定を締結している医療

機関に代わっての一般患者の受入 

主に流行初期医療確保措置の対象と

なる協定を締結している医療機関に

代わっての一般患者の受入 
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五 医療人材派遣  

対 応 時 期

（目途） 

流行初期期間経過後（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が

行われてから６か月以内） 

対応の内容 

（例） 

計 ○人     うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

・医師：○人  うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・  

・看護師：○人 うち県外可能：○人 うちDMAT：○人、DPAT○人・・  

・その他（  可能な範囲で職種を記入  ）：○人  

うち県外可能：○人  うちDMAT：○人、DPAT○人・・ 

  ※ DMAT等については、DMAT等協定（改正医療法第30条の12の６の規定に基づく協定）

を参照。 

 

２ １の措置に要する費用の負担 

一 １の措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、都道府県が〇〇

病院に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症

等が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。 

二 都道府県は、１の一又は二の措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の発生等の初

期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置

を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる日の属する月の

収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、乙に対し、流

行初期医療の確保に要する費用を支給する措置（流行初期医療確保措置）を行うものとす

る。 

 

３ 本通知の有効期間及び変更 

 本通知の有効期間は、通知した日から令和９年３月31日までとする。ただし、本通知の有

効期間満了の日の30日前までに、都道府県知事から変更の通知を行わない場合には、同一条

件により３年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

４ 本通知の措置を講じていないと認められる場合の措置 

  都道府県は、〇〇（医療機関の管理者）が、正当な理由がなく、１の措置を講じていない

と認めるときは、〇〇（医療機関の管理者）に対し、感染症法等に基づく措置を行うことが

できるものとする。 

 

５ 本通知の実施状況等の報告 

  〇〇（医療機関の管理者）は、都道府県から本通知に基づく措置の実施の状況及び当該措

置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速や

かに当該事項を報告するものとする。この場合において、電磁的方法（Ｇ－ＭＩＳ）により

報告を行う／行うよう努める。 

 

６ 平時における準備 

 〇〇（医療機関の管理者）は、１の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時（新型インフ

ルエンザ等感染症等の発生前）において、年１回以上、次に掲げる準備を行うよう努めるも
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のとする。 

一 医療機関において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を本通知の措置の実施にか

かわることが見込まれる医療従事者等が習得することを目的として、研修を実施する、又

は、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等を参加させること。 

二 措置を講ずるに当たっての訓練を、医療機関において実施する、又は、外部の機関が実

施する訓練に本通知の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者等を参加させる

こと。 

三 措置を講ずるに当たっての医療機関における対応の流れを点検すること。 
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改正感染症法と
「医療措置協定」について

公益社団法⼈ ⽇本医師会
常任理事 釜萢 敏

令和５年度都道府県医師会
感染症医療提供体制
担当理事連絡協議会
【令和５年８⽉２４⽇】

資料４



これからの医療提供体制における新興感染症対策は、
感染症法等の改正と第8次医療計画によって⽅向付けられる。

1

⼤部分は
2024年4⽉
スタート

「5疾病6事業」

そのまん延により国⺠の⽣命及び健康に重⼤な
影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、
⼜はそのおそれがあるときにおける医療

コロナ対応を
ベース



2

感染症医療の提供（協定、義務）

都道府県知事は、平時に、新興感染症の対応を⾏う医療機関と協議を⾏い、感染症対応に係る
協定（病床/発熱外来/⾃宅療養者等に対する医療の提供/後⽅⽀援/⼈材の派遣※）を締結
（協定締結医療機関）する。
※併せてPPE備蓄も位置づける。

協定締結医療機関について、流⾏初期医療確保措置の対象となる協定を含む特別の協定を締結
する医療機関（流⾏初期医療確保措置付き）を設定。
協定締結医療機関は感染症指定医療機関の⼀つになる。ハード・ソフトの財政⽀援もある

都道府県と医療機関との協定
公⽴・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療⽀援病院には感染症医療
の提供義務

公⽴・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療⽀援病院には、その機能を踏まえ、感染症発⽣・
まん延時に担うべき医療の提供を義務づけ（協定を優先）

感染症発⽣・まん延時（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症）に、締結された協
定の着実な履⾏を確保するため、協定の履⾏確保措置を設定。
 「正当な理由」がなく、協定内容に沿った措置を講じない場合は、（勧告、）指⽰→医療機関名の公表
 地域医療⽀援病院、特定機能病院の承認取消

協定の履行確保措置の考え方、勧告・指示等のプロセス、「正当な理由」、PPEの備蓄の運営方法などに
ついては、次頁以降を参照



今回の感染症法等の改正：協定の締結について

• 令和6年9⽉までの協定締結を⽬指し、今後、都道府県よりコロナ対応を⾏った
医療機関を中⼼に、協議の要請がなされる場合がある。

• 感染症法上、協議の要請がなされた場合、医療機関には「協議に応じる義務」が
ある。もちろん、協定締結を強制される仕組みではない。
通常医療を分担する場合、ゾーニング不可能な場合など、地域の実情や医療

機関の機能に応じて判断することになる。
たとえば⾃院で発熱外来を⾏わない場合であっても、地域医師会によるセンター

⽅式への参加という選択肢もある。
• 協定を締結した場合、①病床確保は「第⼀種協定指定医療機関」、②発熱外来、
⾃宅療養・宿泊療養は「第⼆種協定指定医療機関」として、それぞれ感染症上の
「感染症指定医療機関」となる。（後⽅⽀援、⼈材確保は対象外）

• 「正当な理由なく、協定の措置を講じていないと認められる場合」には、医療機関名
の公表などがなされるが、それには、透明なプロセスのもと、次の考えで⾏われる
（次ページ以降も参照）。
• 感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断
• 協定締結時の想定と異なる事情が発⽣し、協定に沿った対応が困難でやむを得ない場合は除く
• 締結した協定の措置を講じないことによる患者の⽣命・健康等への影響や、協定の措置に代えて
実施し得る他の⼿段の有無といったことを総合的に考慮して判断 3



医療措置協定について

厚⽣労働省「感染症法に基づく
『医療措置協定』締結等のガイドライン」より

4



厚⽣労働省「感染症法に基づく
『医療措置協定』締結等のガイドライン」

• ガイドラインでは、
都道府県と医療機関と
の協定のひな型を提⽰。

• また、ガイドラインの
中で、協定の考え⽅、
注釈や留意事項なども
⽰している。

5



協定の締結の進め⽅
• 協定は双⽅の合意であり、また、新興感染症発⽣・まん延時の対
応を円滑に⾏うためにも、都道府県と医療機関で締結する協定の
内容の齟齬がないよう、⼗分な協議を⾏うこと。
また、協定の締結に当たっては、新興感染症発⽣・まん延時に

は、その感染症の特性に合わせて、都道府県と医療機関は協定の
内容を⾒直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を⾏うこと
も前提に（※）、協定協議段階で可能な範囲で都道府県と医療機
関とが合意した内容について締結すること。
（※）新興感染症発⽣・まん延時において、新興感染症の性状のほか、その対応
⽅法を含めた最新の知⾒の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが
締結した協定の前提・内容（事前の想定）とは⼤きく異なる事態の場合は、国
においてその判断を⾏い、機動的に対応するものとする。

・協定締結の協議に当たって、診療所が⾏う協議等の⼿続きを⾏う
際に、医師会や薬剤師会などの関係団体が協議の窓⼝となり、
とりまとめるといった対応も可能。地域の実情に則して対応。

6



協定：医療措置の内容
①病床の確保（１）

• 新型コロナ対応から得た教訓も踏まえ、各対応の段階で
の病床確保の⽬的（新型コロナ対応において、流⾏初期
の病床確保は疑い患者⽤病床の確保も含めた隔離⽬的や、
重症治療などが⽬的であった。

• ⼀定期間経過後、オミクロン株の流⾏時には、⾼齢の
患者へのケアを意識した適切な療養環境の確保の観点も
加わった。）も意識した上で、対応を検討すること。
その際、急性期病棟だけでなく地域ケア病棟や療養型
病床などの感染症対応を⾏う病床の元の病床種別・役割
も考慮して確保する病床について検討することが重要で
ある。

7



①病床の確保（２）

8



②発熱外来（１）

9

• 地域における診療所については、新興感染症医療を⾏う
ことができる場合はできる限り感染症法に基づく協定を
締結し、また、新興感染症医療以外の通常医療を担う診
療所も含め、⽇頃から患者のことをよく知る医師、診療
所等と、新興感染症医療を担う医療機関との連携は重要
である。
そのため、都道府県は、地域における新興感染症医療

と通常医療の役割を確認し、連携を促す。

• なお、地域の診療所が新興感染症医療以外の通常医療を
担っている場合は、患者からの相談に応じ発熱外来等の
適切な受診先の案内に努める。その際は、当該患者に対
して、⾃⾝の基礎疾患等や、受けている治療内容、⾃院
での受診歴などの情報を当該受診先にお伝えすることや、
お薬⼿帳を活⽤することなど助⾔する



②発熱外来（２）

10

「発熱外来を行うに当たっては、地域の医師会等の関係者と協力した取組を行い、また、
例えば地域の医師会等によるセンター方式による発熱外来の整備等に取り組むこと」が、
別途、厚生労働省通知によって示されている。



③⾃宅療養者への医療の提供・健康観察

11

「新型コロナウイルス感染症対応と同様、病院・診療所は、地域医師会等の関係者と連携・協力し
た体制整備を行い、必要に応じ、薬局や訪問看護事業所と連携し、また、各機関間や事業所間で
も連携しながら、往診やオンライン診療等、訪問看護や医薬品対応等を行うこと」が、別途、厚生労
働省通知によって示されている。



④後⽅⽀援
以下の事項が、厚生労働省通知によって示されている。
・ 通常医療の確保のため、「特に流行初期の感染症患者以外の患者の受入」や「感染症から
回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行うこと
・ 新型コロナウイルス感染症対応での実績を参考に、自治体や都道府県医師会、都道府県病院

団体及び支部による協議会や、既存の関係団体間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患
者以外の受入を進めること

12



⑤⼈材派遣

13

DMAT・DPATが、医療法において「災害・感染症医療従事者」による医療隊として法制化された。
都道府県は、DMAT・DPAT所属の医療機関と協定を締結し、災害や感染症に対応するために
派遣することになる。
この協定と、感染症法に基づく医療措置協定（人材派遣）は、その目的や対象が重複するため、
一体のものとして締結することができるとされている。



⑥個⼈防護具の備蓄

14

備蓄量は医療機関の使用量２ヶ月分以上とすることを推奨する。
ガイドラインには、１病院や１診療所当たりの個人防護具の１週間／２か月想定消費量が示されている。
＜備蓄の運営方法等＞

• 備蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、回転型での備蓄を推奨する。
• 回転型での運営のために、施設内に保管施設を確保することが望ましいが、施設外の保管施設を利用する
などにより使用量２か月分などの備蓄を確保するのでもよい。

• このほか、例えば、①物資の取引事業者との供給契約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確保する方法や、
②物資の取引事業者と提携し、有事に優先供給をしていただく取り決めをすることで、平時においては物資を
購入することなく、備蓄を確保する方法でもよい。 14



⑦費⽤の負担、補助

15

協定締結医療機関に対する補助制度、補助を行う都道府県への国の支援については、令和
４年１２月に成立した改正感染症法に規定。



⑧最新の知⾒についての情報提供

16

国は、国内外の最新の知見について、随時都道府県及び医療機関等に周知を行うこととしており、
それも踏まえ、協定においても都道府県（甲）は協定締結医療機関に情報提供を行うことを規定

また、新型インフルエンザ等感染症等の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、
感染症対策物資等の確保状況などが、事前の想定とは大きく異なる事態の場合は、国がその判
断を行い、機動的に対応する。
なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供する。



⑨協定の措置を講じていないと
認められる場合の措置（１）

17

新興感染症医療提供体制の構築に当たっては、まずは、
当該規定に基づく感染症法等に基づく措置（勧告・指示
等）を行う前に、地域の医療機関等の関係者間での話し
合いに基づく調整を行うことが重要である。

この場合、新興感染症医療のみならず、救命救急医療や
他の一般診療への影響など、地域の地域医療提供体制
全体の状況を十分に勘案していただくことが必要である。



⑨協定の措置を講じていないと
認められる場合の措置（２）

18

感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、
例えば、
⑴医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合

⑵ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人
当たりに必要となる人員が異なる場合
⑶感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、

協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることが
やむを得ないと都道府県が判断する。

ここでお示ししている内容の他、都道府県や医療機関からの情報が蓄積され次第、
都度、協定が履行できない「正当な理由」の範囲について、不公平とならないよう、
できる限り具体的に示していくこととする。



⑨協定の措置を講じていないと
認められる場合の措置（３）

• 実際に都道府県（甲）が感染症法等に基づく措置（指示や勧告等）を
行うか否かは、

締結した協定の措置を講じないことによる患者の生命・健康等への影
響や、協定の措置に代えて実施し得る他の手段の有無といったことを
総合的に考慮して判断されるべきものと考えられる。

• なお、都道府県において、勧告・指示・公表の是非を判断するに当
たっては、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこととし、

例えば、都道府県医療審議会等の関係者の会議体により、事前に
（緊急時でやむを得ない場合は事後に）、勧告・指示・公表について当
該会議体から意見を聴取するなど、手続きの透明性を確保すること。 19



医政地発0331第14号 

令 和 ５ 年 3月 3 1日 

最終改正 医政地発0526第５号 

令 和 ５ 年 5月 2 6日 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について 

医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）第30条の４の規定に基づき、が

ん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の５疾病並びに救急医療、災

害時における医療、新興感染症発生・まん延時における医療、へき地の医療、周産期医療

及び小児医療（小児救急医療を含む。以下同じ。）の６事業（以下あわせて「５疾病・６

事業」という。）並びに居宅等における医療（以下「在宅医療」という。）について医療計

画に記載することとされています。 

各都道府県が医療提供体制を確保するに当たり、特に５疾病・６事業及び在宅医療につ

いては、①疾病又は事業ごとに必要となる医療機能を明確化した上で、②地域の医療機関

がどのような役割を担うかを明らかにし、さらに③医療連携体制を推進していくことが求

められています。 

医療機能の明確化から連携体制の推進に至るこのような過程を、以下、医療体制の構築

ということとします。 

５疾病・６事業及び在宅医療の医療体制を構築するに当たっては、それぞれに求められ

る医療機能を具体的に把握し、その特性及び地域の実情に応じた方策を講ずる必要がある

ことから、下記のとおり、それぞれの体制構築に係る指針を国において定めましたので、

新たな医療計画作成のための参考としていただきますようお願いします。 

なお、本通知は法第30条の８に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

また、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平成29年３月31日付け医政

地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）は廃止します。 

記 

１ 法的根拠 

法第30条の４第４項の規定に基づき、都道府県は、５疾病・６事業及び在宅医療に係

る医療連携体制に関する事項等を医療計画に定めることとされている。 

また、５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療体制を各都道府県が構築す

るに当たっては、法第30条の３第１項に基づき厚生労働大臣が定める医療提供体制の確

保に関する基本方針（平成19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。）第

資  料 ５
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四の二及び三に示すとおり、地域の医療提供施設の医療機能を医療計画に明示すること

により、患者や住民に対し、分かりやすい情報提供の推進を図る必要がある。 

一方、基本方針第二の二に示すとおり、国は５疾病・６事業及び在宅医療について調

査及び研究を行い、５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに求められる医療機能を明

らかにすることとされており、本通知は、国として当該医療機能を明らかにすること等

により、都道府県の医療体制構築を支援するものである。 

なお、医療機能に関する情報の提供については、法第６条の３に基づく医療機能情報

提供制度が別途実施されている。 

５疾病・６事業及び在宅医療の医療体制構築に当たっては、当該制度により都道府県

に報告された医療機能情報を活用できること、特に、患者や住民に情報を提供するため

だけではなく、地域の医療関係者が互いに情報を共有することで信頼を醸成し、円滑な

連携を推進するためにも活用すべきであることに留意されたい。 

２ 策定に当たっての留意点 

別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」は、国として、①５

疾病・６事業及び在宅医療の医療機能の目安を明らかにした上で、②各医療機能を担う

地域の医療機関が互いに信頼を醸成し、円滑な連携を推進するために、都道府県が取る

べき手順を示したものである。 

都道府県においては、地域において良質かつ適切な医療を切れ目なく効率的に提供す

るため、本指針を参考にしつつ、医療計画の策定に当たられたい。 

なお策定に当たっては、次に掲げる点に留意されたい。 

① ５疾病・６事業及び在宅医療の医療体制については、各都道府県が、患者動向、医

療資源など地域の実情に応じて構築するものであること。

② したがって、本指針は医療体制の構築のための目安であり、必ずしもこれに縛られ

るものではないこと。

③ ５疾病・６事業ごと及び在宅医療の医療体制構築に当たっては、地域の実情に応じ

て必要性の高いものから優先的に取り組むべきものであること。

④ 医療計画の実効性を高めるよう、５疾病・６事業及び在宅医療ごとにPDCAサイクル

を効果的に機能させ、政策循環の仕組みを強化するため、それぞれの指標を活用する

こと。

⑤ 本指針は国における現時点での知見に基づくものであり、今後も検討、調査及び研

究を続けて適宜提示するものであること。

３ 本指針の位置付け及び構成 

５疾病・６事業及び在宅医療の医療体制を含めた、医療計画制度の全体像について

は、「医療計画について」（令和５年３月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長

通知）の別紙「医療計画作成指針」により別途提示しているところである。 

「医療計画作成指針」と「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」

との関係は別表のとおりであり、各都道府県におかれては、新たな医療計画の作成に当

たり、「医療計画作成指針」を参考に計画全体の構成、作成の手順等を検討した上で、

本指針により５疾病・６事業及び在宅医療に係る具体的な医療体制の構築及び計画の作

成を図られたい。
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【法第 30 条の３】 

厚生労働大臣は基

本方針を定める。 

【法第 30 条の８】 

厚生労働大臣は、技

術的事項について必要

な助言ができる。 

基 

本 

方 

針 

【法第 30 条の４第１項】 

都道府県は基本方針に即

して、かつ地域の実情に応

じて医療計画を定める。 

○医療提供体制確保の 

・基本的事項 

・調査及び研究 

・目標 

○医療連携体制 

○医療機能情報の提供 

○医療従事者の確保 

○計画作成と事業評価 

○その他重要事項 
○基本的な考え方 

○地域の現状 

○疾病・事業ごとの医療体制 

・がん 

・脳卒中 

・心筋梗塞等の心血管疾患 

・糖尿病 

・精神疾患 

・救急医療 

・災害時における医療 

・新興感染症発生・まん延時に

おける医療 

・へき地の医療 

・周産期医療 

・小児医療（小児救急を含む。） 

・在宅医療 

・その他特に必要と認める医療 

○地域医療構想 

○地域医療構想を達成する施策 

○病床機能の情報提供の推進 

○  

○医師の確保 

○  

○医療の安全の確保 

○医療提供施設の整備目標 

○基準病床数 

○その他医療提供体制の確保に 

 必要な事項 

医 療 計 画 

医
療
計
画
作
成
指
針 

本 

指 

針 

○計画作成の趣旨 

○一般的留意事項 

○計画の内容 

○計画作成の手順等 

○計画の推進等 

○計画に係る報告等 

○医療体制構築の 

・趣旨 

・内容 

・手順 

・連携の推進等 

・評価等 

○疾病・事業別の体制 

・がん 

・脳卒中 

・心筋梗塞等の心血管疾患 

・糖尿病 

・精神疾患 

・救急医療 

・災害時における医療 

・新興感染症発生・まん延時

における医療 

・へき地の医療 

・周産期医療 

・  

・在宅医療 

（別表） 
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（別紙） 

 

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針 

 

 

目次 

 

第１ 趣旨 

第２ 内容 

第３ 手順 

第４ 連携の推進等 

第５ 評価等 

 

がんの医療体制構築に係る指針（P10） 

第１ がんの現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

脳卒中の医療体制構築に係る指針(P19) 

第１ 脳卒中の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る指針(P30) 

第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

糖尿病の医療体制構築に係る指針(P41) 

第１ 糖尿病の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

精神疾患の医療体制構築に係る指針(P53) 

第１ 精神疾患の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

救急医療の体制構築に係る指針(P76) 

第１ 救急医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

災害時における医療体制の構築に係る指針(P94) 

第１ 災害医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

新 興 感 染 症 発 生 ・ ま ん 延 時 に お け る 医 療 体 制 の 構 築 に 係 る 指 針 （ P108）  

第１ 新興感染症発生・まん延時における医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 
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へき地の医療体制構築に係る指針(P121) 

第１ へき地の医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

周産期医療の体制構築に係る指針(P131) 

第１ 周産期医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

小児医療の体制構築に係る指針(P154) 

第１ 小児医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

在宅医療の体制構築に係る指針(P167) 

第１ 在宅医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 
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新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針 

 

「そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染

症」（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114

号。以下「感染症法」という。）第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第８項に規定する指定感染症及び同条第９項に規定する新感染症といい、以

下「新興感染症」という。）がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療

（以下「新興感染症発生・まん延時における医療」という。）については、新型コロ

ナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応を念頭に、まずはその最大規模の体

制を目指す。感染症法に基づく都道府県と医療機関との協定締結等を通じ、平時から

地域における役割分担を踏まえた新興感染症に対応する医療及び新興感染症以外の通

常医療の提供体制の確保を図ることとする。 

本指針では、「第１ 新興感染症発生・まん延時における医療の現状」で新型コロ

ナウイルス感染症の対応の振り返りを行い、次に、「第２ 医療体制の構築に必要な

事項」でどのような医療体制を構築するのかを示している。 

都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築の具体的な手順」に即して、地域

の現状を把握・分析し、また各医療機関に求められる機能を理解した上で、機能を担

う関係機関とさらにそれらの関係機関相互の連携の検討を行い、最終的には都道府県

全体で評価を行えるようにすること。 

 

第１ 新興感染症発生・まん延時における医療の現状 

１ 新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制については、以下の（参

照）に掲げる事務連絡等により、各都道府県において「保健・医療提供体制確保

計画」（うち「病床確保計画」）等を策定し、病床確保や発熱外来の確保等を進め

てきたところである。他方、行政による事前の準備が十分でなかったため、全国

的な感染拡大による急速な医療ニーズの増大に直面し、それぞれの地域におい

て、通常医療との両立を含め機能する保健医療提供体制を早急に構築することが

求められる中で、平時から入院・外来・在宅にわたる医療機能の分化・強化と連

携を図ることにより、地域医療全体を視野に入れて必要な医療を連携やネットワ

ークにより提供していくことの重要性が改めて認識された。 

このほか、「新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感

染症危機に向けた中長期的な課題について」（2022年６月15日新型コロナウイル

ス感染症対応に関する有識者会議）において、例えば、以下の課題も指摘されて

いたところである。 

・ 感染症患者の専用病床を有する感染症指定医療機関だけでは新型コロナウイ

ルス感染症の入院患者を受けきれず、一般の病院ががん治療をはじめとする通

常医療を制限してでも病床確保をする必要が生じたが、そうした事態を想定し

た入院調整、救急搬送、院内ゾーニングを含めた具体的な訓練は行われていな

かったため、体制の立ち上げに時間がかかった。 

・ 感染拡大初期において、感染症指定医療機関以外に新型コロナウイルス感染

症の特性も明らかではない時期から対応する医療機関、ウイルスの特性が明ら

かになってきた後に対応する医療機関との役割が平時から明確ではなく、地域

によって役割の調整が困難であった。 

6 / 18



  

 

109 

・ 感染拡大する中で、都道府県が病床等の確保計画を立案したが、新型コロナ

ウイルス感染症の特性が明らかになった後においても、医療機関との認識のず

れや医療人材の確保の困難さなどから、地域によっては病床確保や発熱外来等

の医療体制が十分に確保できないことがあった。 

・ 感染が急速に拡大した地域では、病床を確保するために、医療人材（特に看

護師）をその医療機関の外部から確保する必要が生じる場合があったが、災害

派遣の仕組みはあっても全国的に感染拡大した場合の人材派遣の仕組みがない

ために、知事会、自衛隊、厚生労働省、看護協会などが改めて、派遣元との調

整を行うことがぎりぎりまで必要になった。 

 
（参照） 

・「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」（令和２年６月

19日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日付け厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」（令和

３年３月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供

体制の整備について」（令和３年10月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部事務連絡） 

・「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた取組状況及び

更なる体制強化について」（令和４年４月28日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症

対策推進本部事務連絡） 

・「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外

来医療体制等の整備について（依頼）」（令和４年10月17日付け（令和４年11月４日一部改

正）厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等事務連絡） 

・「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」の入院体制を

中心とした点検・強化について」（令和４年11月21日付け厚生労働省新型コロナウイルス

感染症対策推進本部事務連絡） 

 

２ 新興感染症医療の提供体制 

通常医療よりも多くの医療人材を必要とする新興感染症医療を行うためには、

医療資源を再配置する必要がある。特に、感染症法に基づく入院勧告・措置は、

通常、医療機関と患者との間の合意により提供される医療に行政が介入する仕組

みであり、病床の確保に加え、入院調整や移送なども必要となるため、次の感染

症発生・まん延時を考えれば、平時から関係者間の情報共有やきめ細かい調整、

役割分担・連携が必須となる。また、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等

に相談・受診できる体制の整備や、地域医療連携の強化を図ることも重要であ

る。 

「１ 新型コロナウイルス感染症への対応」で述べたような新型コロナウイル

ス感染症対応の教訓を踏まえ、限られた医療資源が適切に配分されるよう、各地

域で平時より、医療機能の分化、感染症発生・まん延時の役割の明確化を図ると

ともに、健康危機管理を担当する医師及び看護師を養成してネットワーク化して

おくことや実践的な訓練をはじめとした平時からの備えを確実に行うことによ

り、危機時に医療機関や医師、看護師等の行動がその役割に沿って確実に実行さ

れるよう、都道府県と医療機関で平時に協定を締結する仕組み等を法定化したと
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ころであり、平時から地域における役割分担を踏まえた新興感染症に対応する医

療及び新興感染症以外の通常医療の提供体制の確保を図ることとする。 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ 目指すべき方向 

前記「第１ 新興感染症発生・まん延時における医療の現状」を踏まえ、新型

コロナウイルス感染症の対応を念頭に、まずは当該対応での最大規模の体制を目

指すこと。 

また、構築に当たっては、感染症法第10条第１項に規定する予防計画及び新型

インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第７条第１項に規定す

る都道府県行動計画との整合性を確保し、地域の実情に応じて、医療機関が地域

の関係機関と連携して感染症への対応を行うことができるよう、必要に応じて感

染症法第10条の２第１項に規定する連携協議会を活用することも重要である。 

国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表（※）前におい

ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定医療機

関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最

新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。また、新興感染

症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、また、感染症対策物

質の取得状況などが、事前の想定とは大きく異なる場合は、国がその判断を行

い、機動的に対応する。なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提

供する。 

（※）全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与え

るおそれがある等の新興感染症が発生した旨の公表（新興感染症に位置付ける

旨の公表） 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「第１ 新興感染症発生・まん延時における医療の現状」を踏まえ、新興

感染症発生・まん延時における医療提供体制に求められる医療機能を下記(1)か

ら(5)までに示す。 

都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療機関等に求められる事項等）につ

いて、地域の実情に応じて柔軟に設定すること。 

(1) 新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する機能（病床確保） 

① 目標 

・ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（確保病床数、

重症者用確保病床数（※））を目指すこと 

（※）令和４年12月時点で、全国で約5.1万床（約3,000医療機関（うち重点医

療機関は約2,000）） 

・ 流行初期から、新型コロナ発生から約１年後の2020年冬の新型コロナ入院

患者（全国で約1.5万人、うち重症者数約1.5千人）の規模に対応すること。

その際、新型コロナ対応においては、例えば総病床数400床以上の重点医療

機関（約500機関）で約1.9万床の対応規模があったことを参考に、流行初期

医療確保措置の対象となる協定を締結する医療機関については、このように

一定規模の対応を行う医療機関から確保していくこと。 

・ 新型コロナウイルス感染症対応での実績を参考に、地域の実情に応じて、

精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症患者、
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がん患者、外国人等、特に配慮が必要な患者を受け入れる病床の確保を行う

こと 

・ 新興感染症の発生時からの対応として、まずは、特定感染症指定医療機

関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床

を中心に対応する体制を構築すること 

・ 感染症法第16条第２項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表が行われた後の流行初期の一定期間（３か月を基本とした必要最

小限の期間）には、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及

び第二種感染症指定医療機関が流行初期医療確保措置の対象となる医療措置

協定に基づく対応も含め、引き続き対応を行うとともに、当該感染症指定医

療機関以外の流行初期医療確保措置の対象となる医療措置協定を締結した医

療機関も中心に対応していく体制を構築すること 

・ 当該一定期間の経過後は、流行初期医療確保措置の対象となる医療措置協

定を締結した医療機関等の新興感染症の発生等の公表以降対応している医療

機関に加え、当該医療機関以外の医療措置協定を締結した医療機関のうち、

公的医療機関等（※）（公的医療機関等以外の医療機関のうち新興感染症に

対応することができる医療機関を含む。）も中心となった対応とし、その後

３か月程度を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医療機

関で対応していく体制を構築すること 

（※）公的医療機関等とは、医療法第７条の２第１項各号に掲げる者が開設す

る医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構

及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの

並びに地域医療支援病院（同法第４条第１項の地域医療支援病院をいう）及

び特定機能病院（同法第４条の２第１項の特定機能病院をいう。）のことを

いう。 

② 医療機関に求められる事項 

・ 新型コロナウイルス感染症対応の重点医療機関の施設要件も参考に、確保

している病床であって、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で、また、都

道府県からの要請後速やかに（２週間以内を目途に）即応病床化する（この

際、国は、随時収集した知見等について、都道府県及び医療機関に対して周

知を行い、実質的な準備期間の確保に努める）ほか、関係学会等の最新の知

見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個

人防護具の着脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、入院医療を行うこ

とを基本とすること 

・ 流行初期医療確保措置の対象となる協定（入院に係るものに限る。）を締

結する医療機関の基準は、 

ア 感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を一定数（例えば30

床）以上確保し継続して対応できること 

イ 新興感染症の発生の公表後、都道府県知事の要請後速やかに（１週間以

内を目途に）即応病床化すること（この際、国は、発生の公表前において

も、感染発生早期から、知見等を収集し、都道府県及び医療機関に対して

周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める。） 

ウ 病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応について、後方支

援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと 
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を基本とすること。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協

定に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県において、これらを基

本としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔軟

に当該協定を締結すること 

・ 確保病床を稼働（即応化）させるためには、医療従事者の確保も重要であ

り、協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応

能力を高めること。例えば、新興感染症発生・まん延時に新興感染症患者の

入院を受け入れる病床を確保するため、都道府県からの要請後、どのように

シフトを調整するか等の対応の流れを点検することなども考えられること 

・ 新興感染症の発生時から中心となって対応する感染症指定医療機関は、新

興感染症についての知見の収集及び分析を行うこと 

・ 重症者用病床の確保に当たっては、重症の感染症患者に使用する人工呼吸

器等の設備や、当該患者に対応する医療従事者（人工呼吸器に関する講習受

講や、集中治療室当における勤務ローテーションによる治療の経験を有する

医療従事者）の確保に留意すること 

・ 重症者病床の確保に伴い、患者の生命に重大な影響が及ぶおそれのある通

常医療（例えば、脳卒中や急性心筋梗塞、術後に集中治療が必要となる手術

等）が制限される場合も考えられることから、後方支援を行う医療機関との

連携体制も重要であること 

・ 特に配慮が必要な患者の病床確保に当たっては、患者の特性に応じた受入

れ医療機関の設定や、関係機関等との連携など、新型コロナウイルス感染症

対応で周知してきた各特性に応じた体制確保等についての内容のほか、国や

都道府県から周知等される必要となる配慮等を踏まえて確保すること 

・ 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立

した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症の対応に当たって

の協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図ること 

 

(2) 新興感染症の疑似症患者等の診療を行う機能（発熱外来） 

① 目標 

・ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（診療・検査医

療機関数（※））を目指すこと 

（※）令和４年12月時点で、全国で診療・検査医療機関：4.2万か所 

・ 流行初期から新型コロナウイルス感染症発生後約１年の2020年冬の新型コ

ロナウイルス感染症の患者（全国で約3.3万人）の規模に対応する体制とす

ること。その際、新型コロナ対応においては、例えば総病床数200床以上で

新型コロナ患者が入院可能な診療・検査医療機関（約1500機関）で約3.3万

人の対応規模があったことを参考に、流行初期医療確保措置の対象となる協

定を締結する医療機関については、このように一定規模の対応を行う医療機

関から確保していくことを目安とすること 

② 医療機関に求められる事項 

・ 新型コロナウイルス感染症対応の診療・検査医療機関の施設要件も参考

に、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易

テント・駐車場等で診療する場合を含む。）を設けた上で、予め発熱患者等

の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱

患者等を受け入れる体制を有するほか、関係学会等の最新の知見に基づくガ
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イドライン等を参考に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着

脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、発熱外来を行うことを基本とす

ること 

・ 発熱外来を行うに当たっては、地域の医師会等の関係者と協力した取組を

行い、また、例えば地域の医師会等によるセンター方式による発熱外来の整

備等に取り組むこと 

・ 流行初期医療確保措置の対象となる協定（発熱外来に係るものに限る。）

を締結する医療機関の基準は、 

ア 流行初期から一定数（例えば20人/日）以上の発熱患者を診察できるこ

と 

イ 発生の公表後、都道府県知事の要請後速やかに（１週間以内を目途に）

発熱外来を開始すること（この際、国は、発生の公表前においても、感染

発生早期から、知見等を収集し、都道府県及び医療機関に対して周知を行

い、実質的な準備期間の確保に努める。） 

を基本とすること。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協

定に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県において、これらを基

本としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔軟

に当該協定を締結すること 

・ 救急医療機関においては、入院が必要な疑い患者の救急搬送等が想定され

ることから、受入れ先が確保されるよう、都道府県において二次救急医療機

関等との入院・発熱外来に係る協定締結について検討すること 

・ 地域の診療所が新興感染症医療を行うことができる場合は、可能な限り協

定を締結することとし、また、新興感染症医療以外の通常医療を担う診療所

も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、診療所等と、新興感染症医療

を担う医療機関が連携することが重要であること 

・ 地域の診療所が新興感染症医療以外の通常医療を担っている場合は、患者

からの相談に応じ発熱外来等の適切な受診先の案内に努めること。その際

は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、当該診

療所での受診歴などの情報を当該受診先に伝えることや、お薬手帳を活用す

ることなど助言すること。また、当該受診先は、オンライン資格確認等シス

テム等を活用して、マイナンバーカードを持参した患者の同意を得て、診

療・薬剤情報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者

に合った医療を提供することが可能となること 

(3) 居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機

能（自宅療養者等への医療の提供） 

① 目標 

・ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（※）を目指す

こと（居宅等で療養する新興感染症患者とは、自宅・宿泊療養者・高齢者施

設等での療養者等をいい、医療機関とは、病院及び診療所のほか、薬局及び

訪問看護事業所を含む。） 

・ 電話・オンライン診療、往診等、訪問看護の別に目標設定すること 

（※）令和４年12月時点で、全国で、健康観察・診療医療機関：約2.7万医療

機関、自宅療養者等のフォローを行う薬局：約2.7万箇所、訪問看護ステー

ション：約2.8千箇所 

② 医療機関に求められる事項 
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・ 新型コロナウイルス感染症対応と同様、病院・診療所は、地域医師会等の

関係者と連携・協力した体制整備を行い、必要に応じ、薬局や訪問看護事業

所と連携し、また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライ

ン診療等、訪問看護や医薬品対応等を行うこと 

・ 自宅療養者等が症状悪化した場合に入院医療機関等へ適切につなぐこと 

・ 診療所等と救急医療機関との連携も重要であること 

・ 関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染対策（ゾ

ーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施

し、医療の提供を行うことを基本とすること 

・ 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容態の変

化等の場合に迅速に医療につなげるためにも、あわせてできる限り健康観察

の協力を行うこと 

・ 高齢者施設・障害者施設等の入所者が施設内で療養する際、必要な場合に

医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制とすることは重要

であり、医療従事者の施設への往診・派遣等の必要な対応を行うこと 

(4) 新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する機能（後方支援） 

① 目標 

・ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（後方支援医療

機関機関数（※））を目指すこと 

（※）令和４年12月時点で、全国で約3.7千機関 

・ 後方支援を行う協定締結医療機関数は、病床確保の協定締結医療機関の新

興感染症対応能力の拡大のためにも、その数を上回ることを目指すこと 

② 医療機関に求められる事項 

・ 通常医療の確保のため、ア 特に流行初期の感染症患者以外の患者の受入

やイ 感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行うこと 

・ 新型コロナウイルス感染症対応での実績を参考に、自治体や都道府県医師

会、都道府県病院団体及び支部による協議会や、既存の関係団体間連携の枠

組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進めること 

(5) 新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣

する機能（医療人材派遣） 

① 目標 

・ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（※）を目指す

こと 

（※）令和４年12月時点で、全国で約2.7千医療機関：医師約2.1千人、看護師

約４千人 

② 医療機関に求められる事項 

・ 医療人材派遣の協定締結医療機関は、自機関の医療従事者への訓練・研修

等を通じ、対応能力を高めること 

 

第３ 構築の具体的な手順 

１ 現状の把握 

都道府県は、新興感染症発生・まん延時における医療提供体制を構築するに当

たって、(1)に示す項目を参考に、新型コロナウイルス感染症対応への対応の状

況について振り返り、把握すること。 
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さらに、(2)に示す、医療機能ごと及びストラクチャー・プロセスごとに分類

された指標例により、数値で客観的に現状を把握すること。 

(1) 新型コロナウイルス感染症への対応の状況 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染者数、外来受診者数、入院患者数等、重症

患者数 

・ 新型コロナウイルス感染症の「保健・医療提供体制確保計画」（令和４年12

月時点ほか） 

 

(2) 指標による現状把握 

別表８に掲げるような、医療機能ごと及びストラクチャー・プロセスごとに分

類された指標例により、地域の医療提供体制の現状を客観的に把握し、医療計画

に記載すること。その際、感染症法に基づく予防計画における数値目標となる項

目と同一のもの（重点指標）については、把握の方法や、目標の立て方につい

て、「課長通知」の別添「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画

作成のための手引き」（令和４年度厚生労働科学研究「公衆衛生体制の見直しと

新たな体制構築のための政策研究」）を参照されたい。そのほか、国が提供する

データや独自調査データ、データの解析等により入手可能な指標（参考指標）に

も留意して、把握すること。なお、現状の把握において、令和５年度の時点で

は、都道府県が医療機関と協定を締結していないことから、新型コロナウイルス

感染症に対応した医療機関等の取組の現状を把握し活用すること。 

なお、別表８に記載のとおり、以下の項目については、今後把握が望ましいが

現時点では把握が困難と指摘されており、中間見直しの際に把握・活用すること

を想定する。 

・ 流行初期医療確保措置付きの病床確保協定を締結する医療機関における、後

方支援についての協定締結医療機関と連携している医療機関数 

・ 病床確保の協定を締結する医療機関における、院内清掃、寝具類洗濯、及び

患者等給食の各業務（委託業者が実施する場合を含む）において、それぞれの

担当者が１名以上新興感染症対応についての研修を修了している医療機関数 

・ 派遣可能人材のうち新興感染症に関する研修を受講した人数（職種毎） 

・ 自治体が実施する関係機関による新興感染症患者の移送・受入についての連

携訓練の参加医療機関数 

 

２ 圏域の設定 

各都道府県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるよう、従来の

二次医療圏にこだわらず、例えば、重症患者や特別な配慮が必要な患者への対応

等については都道府県単位で確保するなど、地域の実情に応じて柔軟に体制を構

築すること。 
（参考）新型コロナウイルス感染症対応においては、例えば、診療・検査医療機関の前身で

ある帰国者・接触者外来については二次医療圏ごとに設置を求めており、発生初期段階か

ら都道府県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるように取り組まれてきた

一方で、病床確保については、各都道府県内での確保を基本としつつ、各地域の実情に応

じて柔軟に設定されてきた。 

 

３ 連携の検討 
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(1) 都道府県は、新興感染症発生・まん延時における医療提供体制を構築する

に当たって、新興感染症の発生動向に応じて各機能が確保され、患者の重症

度・緊急度に応じて適切な医療が提供されるよう、また、新興感染症医療以外

の通常医療提供体制もあわせて確保されるよう、さらに、関係機関の信頼関係

が醸成されるよう配慮すること。 

  新型コロナウイルス感染症の対応の際の連携体制を参考に、入院体制の検討

に当たっては、地域医師会や病院団体等とも連携し、また、発熱外来体制の検

討に当たっては、地域医師会等とも連携して医療提供体制の確保の検討を行う

こと。 

(2) 新興感染症発生・まん延時において確保した病床に円滑に患者が入院でき

るようにするため、都道府県において、連携協議会等を活用し保健所や医療機

関、消防機関、高齢者施設等との連携強化を図ること。また、都道府県は、保

健所設置市等に対する平時からの体制整備等に係る総合調整権限や、感染症発

生・まん延時の指示権限を適切に行使しながら、円滑な入院調整体制の構築、

実施を図ること。 

(3) 病床がひっ迫するおそれがある際には、新型コロナウイルス感染症対応で

の実績を参考に、国は、入院対象者の基本的な考え方（例えば、重症患者や、

中等症以下の患者の中で特に重症化リスクの高い者など入院治療が必要な患者

を優先的に入院させるなど）について示し、都道府県は、地域での感染拡大の

フェーズなどの実情に応じ、地域の関係者間で、その考え方も参考に、入院対

象者等の範囲を明確にしながら、患者の療養先の振り分けや入院調整を行う。

この際、地域の関係者間でリアルタイムで受入可能病床情報の共有を行うWeb

システムの構築等の取組も参考とする。 

(4) 特に配慮が必要な患者の病床確保に当たっては、患者の特性に応じた受入

れ医療機関の設定や、関係機関等との連携など、新型コロナウイルス感染症対

応で周知してきた各特性に応じた体制確保等を踏まえて体制構築を図ること。 

  例えば、具体的には、 

① 精神疾患を有する患者への対応において、新興感染症に罹患した場合の対

応可能な医療機関をあらかじめ明確にしておく。その際、精神疾患及び新興

感染症それぞれの重症度等も考慮した上で、連携医療機関の確保・調整を行

っておく。特に、措置入院患者が感染した場合や入院患者が新興感染症によ

り重症化した場合を想定して、感染症対応が可能な指定病院等の確保・調整

を行っておく。精神科救急について、精神科救急医療体制整備事業における

医療提供体制の整備において、新興感染症への対応を含めた体制整備を図

る。 

② 産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れにおいて、これを行う医療機関を

確実に設定するとともに、当該医療機関に妊産婦が集中することの軽減策を

講じることにより、必要な体制の確保を図る。あわせて、当該医療機関のリ

スト及び空き病床状況について、消防防災主管部局等を通じて各消防機関に

共有する。 

③ 小児への対応において、新興感染症により、地域によっては小児医療のひ

っ迫が生じることが想定されることから、関係者と小児医療体制について改

めて確認する等により、医療需要が増加した場合も含め、確実な体制の確保

を図る。 
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④ 透析患者への対応において、透析治療を行うことができる新興感染症の入

院患者、重症患者受入医療機関の設定を行うなど病床の確保に努め、また、

透析治療における専門家と連携した透析患者の搬送調整や搬送調整の運用ル

ール等を決めておく。 

⑤ 障害児者への対応において、障害児者が新興感染症に感染し、入院が必要

となる場合の入院調整が円滑に進むよう、都道府県の衛生部局と障害保健福

祉部局が連携し、障害児者各々の障害特性と必要な配慮（例えば行動障害が

ある場合や医療的ケアが必要な場合、特別なコミュニケーション支援が必要

な場合など）を考慮した受入れ医療機関の設定を進める。 

これらの体制の構築においては、入院調整を行う部署に障害特性等に理解

のある医師が参画するなど受入医療機関の調整に当たっての意見を聴取する

ことも重要である。 

また、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援

について」（平成28年６月28日付け保医発 0628 第２号厚生労働省保険局医療

課長通知）により、看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が必要

な障害を有する患者の入院において、入院前から支援を行っている等、当該

患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担

により、その入院中に付き添うことは可能となっている旨を示しているとこ

ろであり、当該支援者の付添いについても、衛生部局と障害保健福祉部局が

連携し、管内医療機関に対して、院内感染対策に十分留意しつつ、積極的に

検討いただくよう促す。 

⑥ 認知症患者への対応において、国及び都道府県は、かかりつけ医認知症対

応力向上研修、認知症サポート医養成研修等の医療現場の対応力向上のため

の各種研修を進めている。この研修を通じ多職種連携の一層の推進を図る。 

（参考）介護施設等と医療機関との連携について促していくため、令和４年度

に実施した介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介

護を対象に実施可能な感染防止・安全管理の工夫などを記載した手引き等の

作成に向けた調査研究の成果の活用を検討していく。 

⑦ がん患者への対応において、「がん診療連携拠点病院等の整備について」

（令和４年８月１日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知）では、都

道府県がん診療連携協議会の主な役割の一つとして「感染症のまん延や災害

等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保するため、当該都

道府県や各がん医療圏におけるＢＣＰについて議論を行うこと」としてい

る。各都道府県のがん診療連携拠点病院等を中心として、感染症発生・まん

延時や災害時等の状況下においても、必要ながん医療を提供できるよう、診

療機能の役割分担や各施設が協力した人材育成や応援体制の構築等、地域の

実情に応じた連携体制を整備する取組を平時から推進する。⑧ 循環器病患

者への対応については、「第２期循環器病対策推進基本計画」（令和５年３月

閣議決定）を踏まえ、平時のみならず感染症発生・まん延時や災害時等の有

事においても、地域の医療資源を有効に活用できる仕組みづくりを推進す

る。 

⑨ また、高齢の患者への対応において、そのケアを意識した適切な療養環境

の確保の観点から、発症早期からの適切なリハビリテーションや栄養管理の

提供のため、医師、歯科医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、管理栄養士、歯科衛生士等の多職種で連携する。 
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さらに、連携協議会等も活用した関係医療機関や高齢者施設等との連携によ

る転院など、高齢の患者に対する必要な対応について国からの周知を踏まえて

対応を行う。 

(5) 自宅療養者等の症状が急変した場合の入院機能を補完する受け皿等とし

て、新型コロナウイルス感染症対応において、臨時の医療施設・入院待機施設

（※）を設置してきた実績を参考に、国は、必要に応じ、同様の対応を検討、

周知する。都道府県は、新興感染症の感染が急拡大することに備え、平時から

設置・運営の流れ等を確認しておくこと。 
※入院待機患者や、症状が悪化した自宅・宿泊療養者等を一時的に受け入れて酸素投与等

の必要な処置を行う施設をいう。 

(6) 入所者の症状等に応じ、高齢者施設等で療養する場合もあり、新型コロナ

ウイルス感染症対応での実績（※１）を参考に、都道府県は、高齢者施設等

（※２）に対する医療支援体制について連携状況も含め確認すること。 
（※１）各都道府県で、高齢者施設等からの連絡等により、施設内での感染発生から24時間

以内に感染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制を整備。また、全ての施設で、医

師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事前の確保等を実施。 

（※２）介護老人福祉施設（地域密着型を含む）、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設

入居者生活介護（地域密着型を含む）、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費

老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を想定 

また、障害者施設等の入所者が施設内で療養する際 、必要な場合に医師や

看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制とすることは重要であり、

医療従事者の施設への往診・派遣等の必要な医療体制を確保できるよう取り組

むこと。 

さらに、高齢者施設等や障害者施設等で療養する者への対応体制として、都

道府県において、高齢者施設等や障害者施設等に対して、国が提供する感染対

策等に関するガイドライン等を参考に、感染症対応に必要となる情報・ノウハ

ウ（PPEの着脱指導等）を提供するとともに、高齢者施設等や障害者施設等と

協力医療機関をはじめとする地域の医療機関との連携について、実効性のある

ものとするため、連携協議会等を活用し、高齢者施設等や障害者施設等と医療

機関との連携の強化を図ること。（※）その際、高齢者施設等や障害者施設等

の配置医師等の役割も重要であり、その点も踏まえて体制構築を図ること。 

  また、都道府県は、連携協議会等を通じ、医療機関（救急医療機関を含

む。）のほか、消防機関等の役割及び連携を確認し、高齢者施設等や障害者施

設等に対する救急医療を含めた医療支援体制等を確認しておくことが重要であ

る。 
※介護保険事業支援計画や障害福祉計画における感染症対策の内容とも整合性を確保する

ことが重要 

(7) 医療計画には、原則として、各機能を担う医療機関の名称を記載するこ

と。なお、地域によっては、各医療機関の機能・役割に鑑み、ひとつの医療機

関が複数の機能を担うこともある。 

  さらに、医療機関等の名称については、例えば後方支援の機能など、医療連

携体制の中で各医療機能を担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合

にあっては、地域の実情に応じて記載することで差し支えないが、住民に分か

りやすい周知に努めること。 

  また記載に当たっては以下の点に留意すること。 

① 病床確保 
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・ 流行初期から対応する医療機関（流行初期医療確保措置の対象となる協定

（病床確保に係るものに限る。）を締結する医療機関）が分かるように記載

すること 

・ 重症患者・要配慮患者の受入れの別も可能な限り記載すること 

② 発熱外来 

・ 流行初期から対応する医療機関（流行初期医療確保措置の対象となる協定

（発熱外来に係るものに限る。）を締結する医療機関）が分かるように記載

するこ 

・ 発熱外来における対応可能な患者（小児等）や普段から自院にかかってい

る患者（かかりつけ患者）のみ対応する場合にはその旨なども可能な限り分

かるように記載すること 

③自宅療養者等への医療の提供 

・ 電話・オンライン診療や、医師・看護師による往診等にそれぞれ対応する

病院・診療所、医薬品対応等を行う薬局又は訪問看護を行う訪問看護事業所

がそれぞれ分かるように記載すること 

・ 高齢者施設等や障害者施設等への対応についても分かるように記載するこ

と 

・ あわせて健康観察の対応が可能な医療機関が分かるように記載すること 

 

４ 課題の抽出 

都道府県は、「第２ 医療体制の構築に必要な事項」を踏まえ、「１ 現状の把

握」で収集した情報や指標により把握した数値から明確となった現状について分

析を行い、地域の新興感染症発生・まん延時における医療提供体制の課題を抽出

し、医療計画に記載すること。 

その際、現状把握に用いたストラクチャー・プロセス・アウトカム指標の関連

性も考慮し、医療機能による分類・新興感染症の感染状況に応じた対応の段階も

踏まえ、可能な限り課題を抽出すること。 

 

５ 数値目標 

都道府県は、良質かつ適切な新興感染症発生・まん延時における医療を提供す

る体制について、新興感染症発生・まん延時に備え、計画策定の都度、定量的な

比較評価を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実

情に応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する時間を設定し、医療計画

に記載すること。 

その際、感染症法に基づく予防計画における数値目標を中心とした内容及び新

型インフルエンザ当対策特別措置法に基づく都道府県行動計画の内容と整合性を

確保することに留意すること。 

 

６ 施策 

数値目標の達成には、課題に応じた施策を実施することが重要である。都道府

県は、「４ 課題の抽出」に対応するよう「５ 数値目標」で設定した目標を達成

するために行う施策について、医療計画に記載すること。 

 

７ 評価 
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計画の実効性を高めるためには、評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直

すことが重要である。都道府県は、あらかじめ評価を行う体制を整え、医療計画

の評価を行う組織や時期を医療計画に記載すること。この際、少なくとも施策の

進捗状況の評価については、１年ごとに行うことが望ましい。また、数値目標の

達成状況、現状把握に用いた指標の状況について、少なくとも３年ごとに調査、

分析及び評価を行い、必要があるときは、都道府県はその医療計画を変更するこ

と（なお、感染症法の予防計画の数値目標については、感染症法第10条第11項の

規定に基づき、都道府県は、厚生労働大臣に対し、数値目標の達成の状況を、毎

年度、報告しなければならないこととされているので、あわせて対応されること

を想定している。）。 

 

８ 公表 

都道府県は、住民に分かりやすい形で医療計画を公表し、医療計画やその進捗

状況を周知する必要がある。このため、指標による現状把握、目標項目、数値目

標、施策やその進捗状況、評価体制や評価結果を公表すること。その際、協定を

締結した医療機関名や協定の内容、予防計画の内容等とあわせて公表し、広く住

民に周知を図るよう努めること。 
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